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（１）暴力団と国際犯罪組織との連携と対立
警察の取締りが強化され、国民の間でも暴力団を排除しようとする機運が高まる中、暴力団によ

る犯罪は多様化・巧妙化し、その取締りは一層困難になっている。また、来日外国人（注１）による組
織犯罪（注２）も深刻化しており、市民生活の大きな脅威となっている。
このような状況の下、暴力団と国際犯罪組織（注３）とは、それぞれ独立して違法行為を敢行するだ

けでなく、相互に連携して犯罪を行っている。両者の関係は多種多様であるものの、検挙事例を分
析すると、次のような例がみられる。
・ 暴力団が、その人脈、土地勘等を活用して、国際犯罪組織に対し、多額の金銭を保管してい
る事務所や住宅等に関する情報を提供したり、犯行に必要な拠点、道具、車両等を確保したり
する役割を担う一方、強盗、窃盗等の実行行為は、国際犯罪組織が敢行するもの
・ 暴力団が、覚せい剤等の規制薬物の密輸入に際して、外国に拠点を有する薬物密売組織と具
体的な密輸方法等を協議するなど結託して密輸入しているもの
・ 外国に拠点を有する国際犯罪組織が、日本国内の性風俗店で働かせることを目的として外国
人女性を勧誘して日本へ送り出し、我が国の暴力団がこれを受け入れ、働かせるもの

このように、犯罪組織同士が相互に連携して違法行為を敢行する背景には、犯行上の互いの利点
をいかすとともに、互いの弱点を補完しあうことによって、犯罪をより効率的に敢行し、共存共栄
を図ろうとする意図があるものとみられる。

また、国際犯罪組織の勢力が拡大するにつれて、暴力団との間で縄張り争いが発生し、対立抗争
事件に発展することもある。両者が連携を強める一方で、対立が激化すれば、我が国の治安に重大
な悪影響を及ぼすことが懸念される。

1 組織犯罪の情勢

注１：日本にいる外国人から定着居住者（永住者等）、在日米軍関係者と在留資格不明の者を除いたもの
２：日本国内では、強盗、窃盗、カード犯罪等にかかわる中国人犯罪組織、コロンビア人窃盗組織、イラン人薬物密売組
織等の活動が目立っている。また、海外に本拠を置く犯罪組織のうち、国際的な密航請負組織である「蛇頭」、海産
物や盗難車等の密輸にかかわるロシア人犯罪組織、韓国人すり組織、香港三合会、台湾人犯罪組織、マレーシア人カ
ード偽造組織等が、日本国内の犯罪に関与する事例が確認されている。

３：外国に本拠を置く犯罪組織、来日外国人犯罪組織その他の国際犯罪（外国人による犯罪、国民の外国における犯罪そ
の他外国に係る犯罪をいう。）を行う多人数の集合体

中国人の男（42）は、14年11月から17年3月にかけて、中国人及び日本人から成る窃盗団を編
成・指揮して、高層マンションをねらった窃盗事件を多数敢行した。この窃盗団は、
・ 人脈、土地勘等を活用して犯行に使用する拠点、車両、運転手等を確保したり、窃取した預貯金通帳
の名義人の性別、年齢に見合う預貯金の引き出し役を手配したりする役割を担う山口組傘下組織構成員
を含む日本人
・ ピッキングやサムターン回しといった手口を用いて高層マンションに侵入し、預貯金通帳、印鑑等を
窃取する役割を担う中国人窃盗団

等から構成され、それぞれの利点をいかすことで長期間にわたって犯行を繰り返しており、この窃盗団によ
る被害総額は約5億800万円に上った。同年6月までに、この窃盗団を編成・指揮していた中国人の男ら58
人を窃盗罪等で逮捕した（北海道、宮城、福島、警視庁、新潟、富山、石川、兵庫、山口、愛媛、長崎、熊本）。

事例1

会津小鉄会傘下組織元構成員（57）らは、17年5月、タイに拠点を有する犯罪組織と連携し、情
を知らない日本人を利用してタイから覚せい剤約36キログラムを土産物のチョコレート箱に隠匿するなどし
て密輸入させた。17年9月までに、元構成員及び元構成員から覚せい剤をを譲り受けた会津小鉄会傘下組織
組長ら30人を、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び
向精神薬取締り等の特例等に関する法律違反（以下「麻薬特例法」という。）（業としての密輸入）等で逮捕した。

事例2
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（２）犯罪組織と共生又は犯罪組織を支援する者の実態
最近、暴力団構成員又は準構成員（注１）ではないものの、暴力団の威力等を背景に公共工事等にお

いて談合を取り仕切るなど、暴力団の資金獲得活動に積極的に協力し、又は関与する者が存在して
いる。これらの者は、暴力団の威力や影響力等を利用して自らの事業収益の拡大や利益の獲得を図
っており、暴力団と共生する存在となっている。また、共生する存在とまでは言えないものの、暴
力団構成員又は準構成員の下に組織化され、振り込め詐欺・恐喝等を敢行する多重債務者や非行少
年等、結果的に暴力団に資金を提供することなどにより、暴力団を支援している者もいる。これら
の者は、暴力団の末端における資金獲得活動を助けるだけでなく、得られた資金が上部団体に上納
されることにより、上部団体の資金力の拡大に寄与していることが多い。
同様に、国際犯罪組織についても、犯罪の敢行を容易にするため、犯行に使用される拠点や車両

等を調達するなど、国際犯罪組織と共生し、又は支援する者が存在する。

（３）戦略的な組織犯罪対策
平成16年４月から、組織犯罪対策に関する企画立案機能等の強化のため、警察庁刑事局に組織犯

罪対策部が設置された。
また、全国の都道府県警察では、同年10月に警察庁が策定した「組織犯罪対策要綱」に基づき、

犯罪組織の弱体化及び壊滅を図るため、
・　組織犯罪に係る情報の収集、集約及び分析に基づく戦略的な取締り
・　薬物・銃器の密輸・密売事件や違法性風俗店の摘発等犯罪組織の資金源に重点を置いた取締り
・ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（以下「組織的犯罪処罰法」という。）
の規定等に基づく犯罪収益等の没収・追徴
・ コントロールド・デリバリー（注２）、譲受け捜査（注３）、通信傍受等組織犯罪対策に有効な捜査
手法の積極的な活用

等を推進している。

山口組傘下組織組長（48）は、同傘下組織構成員らに対して、イラン人薬物密売組織の構成員とみ
られるイラン人（20）を襲撃するよう指示した。これを受け、同傘下組織構成員（38）ら7人は、17年2月、
このイラン人（20）を襲撃し、同人はけん銃で撃たれて腹部を負傷した。同構成員らは、イラン人薬物密売組
織から覚せい剤を購入するなどの関係にあったが、薬物密売をめぐる縄張り争いから対立が生じ、抗争事件を
引き起こしたものとみられている。同年7月までに、山口組傘下組織組長及び同傘下組織構成員ら7人を殺人未
遂罪等で、襲撃を受けたイラン人を覚せい剤取締法違反（営利目的所持）で、それぞれ逮捕した（愛知）。

事例3

住吉会傘下組織幹部（43）及び東京証券取引所市場第一部に株式を上場している建設会社役員
（57）らは、16年11月、東京都発注の公共工事の入札に際し、特定の共同企業体に工事を落札させるため、
談合に応じない共同企業体の代表である建設会社の社長ら3人に対して、談合に応じるよう脅迫した。17年
9月までに、同幹部及び同役員ら6人を競売等妨害罪で逮捕した（警視庁）。

事例1

共政会傘下組織構成員（41）ら22人は、経営コンサルタント業の男（40）らとともに、多重債
務者が金融機関から融資を受けられるよう多重債務者に対して虚偽の婚姻や養子縁組をあっせんし、性を変
更させるなどして、金融機関から計約1億1,500万円をだまし取った。17年11月までに、共生会傘下組織
構成員ら22人を電磁的公正証書原本不実記録罪、詐欺罪等で逮捕した（広島）。

事例2

注１：暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある
もの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、
若しくは関与するものをいう。

２：取締機関が規制薬物等の禁制品を発見しても、その場で直ちに検挙・押収することなく、十分な監視の下にその運搬
を継続させ、関連被疑者に到達させてその者らを検挙する捜査手法

３：銃器や薬物等の密売人に接触し、実際にそれらを譲り受け、その者らを検挙する捜査手法
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（１）マネー・ローンダリング事犯の検挙状況
マネー・ローンダリング（資金洗浄）行為（注１）は、当初、不正によって処罰されていたにすぎな

かったが、平成12年２月に組織的犯罪処罰法が施行されたことにより、その前提犯罪（注２）が59（現

在66）の法律に係る犯罪に拡大され、不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為

が処罰の対象となるなど、その処罰範囲が拡大されている。警察では、両法を的確に運用し、犯罪

収益等のはく奪を図っている。

17年中は、マネー・ローンダリング事犯を、麻薬特例法違反で５件、組織的犯罪処罰法違反で

107件検挙した。このうち、麻薬特例法違反の検挙件数の80％、組織的犯罪処罰法違反の検挙件数

の44.9％を暴力団構成員及び準構成員によるものが、また、同法違反の検挙件数の3.7％を来日外国

人によるものが占めている。

（２）起訴前の犯罪収益等の没収保全の適用状況
没収すべき犯罪収益等が隠匿等され没収できなくなる危険を回避するため、起訴前においても、

検察官又は司法警察員（警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員

会が指定する警部以上の者に限る。）の請求を受け、裁判官の命令によりその処分を禁止すること

ができる。

平成17年中、警察官たる司法警察員から裁判官に対し、組織的犯罪処罰法及び麻薬特例法に基づく

起訴前の没収保全命令をそれぞれ８件請求し、そのすべてについて裁判官から命令が発出されている。

2 犯罪収益対策

山口組傘下組織会長（52）らは、15年4月から17年8月にかけて、違法に収益を上げている東

京都目黒区の売春クラブの店長から、用心棒代として合計130万円を受け取った。17年11月、組織的犯罪

処罰法違反（犯罪収益等収受）で逮捕した（警視庁）。

事 例

12 13 14 15 16 17
年次

薬物犯罪収益等隠匿（第６条）
薬物犯罪収益等収受（第７条）
　　　　　計
犯罪収益等隠匿（第10条）
犯罪収益等収受（第11条）
　　　　　計

区分
2（1）
0

2（1）
3（1）
0

3（1）

3（0）
0

3（0）
10（5）
2（2）
12（7）

0
0
0

19（9）
9（7）

28（16）

　8（2）
2（2）
10（4）
45（25）
11（10）
56（35）

5（3）
0

5（3）
50（29）
15（11）
65（40）

3（2）
2（2）
5（4）

65（21）
42（27）
107（48）

注：（　）内は、暴力団構成員等によるもの（警察庁把握分）

麻薬特例法

組織的犯罪
処罰法

表3 - 1 マネー・ローンダリング事犯検挙件数（平成12～17年）

12
年次

組織的犯罪処罰法第23条
麻薬特例法第19条第3項

区分
3（1）
2（0）

13

1（1）
4（1）

14

5（4）
7（3）

15

7（3）
8（2）

16

7（5）
5（2）

17

8（0）
8（5）

注：（　）内は、暴力団構成員等によるもの（警察庁把握分）

表3 - 2 起訴前の犯罪収益等の没収保全命令（平成12～17年）

注１：犯罪によって得た収益の出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関の発見・検挙から逃れようとする行為
２：不法な収益を生み出す犯罪であって、その収益がマネー・ローンダリング行為の対象となる犯罪
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（３）疑わしい取引に関する情報の届出
警察庁は、我が国の金融情報機関（FIU）（注１）である金融庁の特定金融情報室から、金融機関等

から届出がなされた疑わしい取引の情報について提供を受け、提供を受けた情報に分析・検討を加

えた上で、各都道府県警察にこの情報を提供している。各都道府県警察では、この情報を端緒とし

て捜査を行っている。

（４）マネー・ローンダリングに対する国際的な取組みと我が国の対応
犯罪収益は、相対的に規制の緩い国に流入していく傾向がある。そのため、マネー・ローンダリ

ングを防止するためには、各国が連携して規制の在り方を検討し、その平準化に努める必要がある。

我が国はこれまで、金融活動作業部会（FATF）（注２）やアジア・太平洋マネー・ローンダリング対

策グループ（APG）（注３）における国際的基準の策定や普及等に参画しており、警察庁もこの活動に

貢献している。

FATFでは、1990年（平成２年）、法執行、刑事司法、金融規制の各分野で各国がとるべきマネ

ー・ローンダリング対策を示した「40の勧告」を策定・公表し、1996年（８年）には、マネー・ロ

ーンダリングの前提犯罪を拡大するなどの改訂を行った。

また、2001年（13年）にはテロ資金対策を目的とした「テロ資金供与に関するＦＡＴＦ特別勧告

（８の特別勧告）」を策定し（注４）、2003年（15年）には、マネー・ローンダリングの技術がより巧妙

化したことなどから、「40の勧告」をより包括的な指針とすべく、非金融機関への対象の拡大等を

内容とする再改訂を行った。

①　我が国の対応
我が国では、16年12月に国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において、ＦＡＴＦ勧告の実施に

ついて盛り込んだ「テロの未然防止に関する行動計画」を決定し、17年11月には、警察庁が同勧告を

実施するための法律案を作成するとともに、ＦＩＵを金融庁から警察庁に移管することが決定された。

さらに、18年６月には、顧客等の本人確認、取引記録の保存及び疑わしい取引の届出義務の制度を国

家公安委員会・警察庁が主管し、また、従来の金融機関等に加え、宝石・貴金属商、不動産業、弁護

士・公認会計士その他の法律・会計の職業的専門家等にも当該義務を課す方向で検討を進めることなど

を内容とする「犯罪収益流通防止法案（仮称）の考え方」及び「犯罪収益流通防止法案（仮称）の概要」

が、国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部において決定され、犯罪対策閣僚会議に報告された。

12
年次

情報提供を受けた件数
区分

5,329 

13

6,752 

14

12,417 

15

30,090 

16

64,675 

17

66,812 

表3 - 3 警察庁が金融庁から情報提供を受けた件数（平成12～17年）

注１：Financial Intelligence Unitの略。金融機関等による疑わしい取引に関する届出を犯罪捜査に有効に活用できるように
するため、各国が情報を一元的に集約・分析して捜査機関等に提供する機関として設置しているもの。1998年（10
年）のバーミンガム・サミットにおいて、その設置が合意された。

２：Financial Action Task Forceの略。1989年（元年）のアルシュ・サミットにおいて、マネー・ローンダリング対策の
推進を目的として設置された国際的な枠組みであり、マネー・ローンダリング及びテロ資金対策に関する国際的な基
準の策定及び普及並びに国際協力の推進に指導的な役割を果たしている。17年10月現在、OECD加盟国を中心に31の
国・地域及び２国際機関により構成されている。

３：Asia/Pacific Group on Money Launderingの略。1997年（９年）にタイで開催されたFATF第４回アジア・太平洋マネ
ー・ローンダリング・シンポジウムで設置が決定された国際的な枠組みであり、アジア・太平洋地域内のマネー・ロ
ーンダリング及びテロ資金対策に取り組んでいる。18年４月現在、31の国・地域により構成されている。なお、16
年７月、我が国はオーストラリアと共に共同議長国となった。

４：2004年（16年）には、キャッシュ・クーリエ（現金等支払手段の輸出入）に関する項目が追加され、「９の特別勧告」
となっている。
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暴力団は、近年、組織実態を隠ぺいする動きを強め

るとともに、活動形態においても、企業活動を利用し

た犯罪、企業対象暴力、行政対象暴力等を引き起こす

など、その資金獲得活動を社会経済情勢の変化に対応

して多様化・不透明化させている。

また、暴力団は、繁華街・歓楽街においてけん銃を

使用した凶悪な犯罪を敢行し、流れ弾により通行人を

負傷させる事案を引き起こすなど、依然として市民社

会にとって大きな脅威となっている。

このような情勢の下、警察では、暴力団犯罪の取締

りの徹底、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」という。）の

効果的な運用、暴力団排除活動及び暴力団被害者対策を推進している。

（１）暴力団構成員及び準構成員数の推移
暴力団構成員及び準構成員の総数は、平成８年以降微増傾向にあったが、17年末現在約８万6,300

人で10年ぶりに減少した。同年中の山口組、住吉会及び稲川会の３団体の暴力団構成員及び準構成

員は約６万3,000人と、総数の73.0％を占めており、その寡占化が進んでいる。

中でも、山口組の暴力団構成員及び準構成員は、総数の47.5％（暴力団構成員についてはその総

数の50.1％）を占め、山口組への一極集中が顕著となっている。

（２）暴力団の解散・壊滅
平成17年中に解散・壊滅した暴力団の数は242組織（暴力団構成員数約1,600人）で、そのうち山

口組、稲川会及び住吉会の３団体の傘下組織の解散・壊滅数は149組織、所属する暴力団構成員は

約830人と、それぞれ全体の61.6％、51.9％を占めている。

1 暴力団情勢

暴力団員に対する義理掛け阻止
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50,000
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図3 - 1 暴力団構成員及び準構成員の推移（平成8～17年）
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（１）検挙状況全般
平成17年中の暴力団構成員及び準構成員の検挙人員は２万9,626人と、前年より301人増加した。

罪種別にみると、覚せい剤取締法違反が最も多く、次いで、傷害、窃盗、恐喝の順となっており、

過去10年間はほぼ同じ傾向にあるが、12年以降減少傾向にあった覚せい剤取締法違反の検挙人員が、

17年において大幅に増加した。

2 暴力団犯罪の取締り

（人）

覚せい剤取締法
傷害
窃盗
恐喝
詐欺
暴行
強盗
脅迫
賭博
ノミ行為等
その他
合計

7,883
4,581
2,262
2,666
1,508
1,168
385
523
2,482
2,962
6,850
33,270

7,804
4,589
2,488
2,638
1,572
1,280
442
557
1,728
2,235
6,776
32,109

7,193
4,882
3,062
3,044
1,618
1,285
546
534
1,881
1,577
7,363
32,985

7,933
4,618
3,001
2,889
1,880
1,087
638
516
1,575
1,256
7,118
32,511

7,720
5,021
2,623
3,290
1,556
1,185
596
591
1,164
736
6,572
31,054

7,298
4,838
2,757
3,070
1,723
1,222
651
613
1,238
494
7,013
30,917

6,699
4,904
2,917
2,954
1,695
1,231
652
606
1,374
371
7,421
30,824

6,016
4,651
3,396
3,092
1,701
1,273
755
551
780
240
8,095
30,550

5,412
4,319
3,265
2,808
1,821
1,233
727
487
837
322
8,094
29,325

6,810
3,972
3,198
2,619
1,712
1,297
696
543
845
193
7,741
29,626

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

86.4
86.7
141.4
98.2
113.5
111.0
180.8
103.8
34.0
6.5

113.0
89.0

10年間の
増減率（％）

ノミ行為等�博脅迫強盗暴行
詐欺恐喝窃盗傷害覚せい剤取締法
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図3 - 2 暴力団構成員及び準構成員の主要罪種別検挙人員の推移（平成8～17年）
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（２）資金獲得犯罪の検挙状況
暴力団の資金獲得犯罪の手口は多様化・不透明化している。近年は、暴力団構成員及び準構成員

の総検挙人員のうち、恐喝、賭博等のいわゆる伝統的資金獲得犯罪による検挙人員の占める割合が

低下する傾向にある一方で、企業活動を利用した犯罪、行政対象暴力事犯等のいわゆる伝統的資金

獲得犯罪以外の犯罪による検挙人員の占める割合は増加傾向にある。

警察では、多様化・不透明化する暴力団の資金獲得活動に関する情報を収集・分析し、違法行為

の取締りや暴力団排除活動を推進することにより、暴力団の資金源の遮断に努めている。

①　伝統的資金獲得犯罪
古くからある暴力団の資金獲得犯罪として、覚せい剤取締

法違反、恐喝、賭博及び公営競技関係４法（注）違反（ノミ行

為等）が挙げられる。近年暴力団構成員及び準構成員の全検

挙人員のうち、これらの罪種の検挙人員が占める割合は、平

成17年は覚せい剤取締法違反の検挙人員が前年より増加した

ことに伴い増加したが、全体としては低下傾向にあることが

うかがえる。

②　金融・不良債権関連事犯
17年中の暴力団構成員及び準構成員に係る金融・不良債権関連事犯の検挙件数は51件と、前年よ

り４件減少した。このうち、競売入札妨害事件、強制執行妨害事件等の債権回収過程におけるもの

が38件（74.5％）を占めており、これらの事犯が依然として暴力団の有力な資金源となっているこ

とがうかがわれる。

③　企業活動を利用した資金獲得犯罪
暴力団は、実質的にその経営に関与している暴力団関係企業を通じ、又は暴力団を利用する企業

と結託するなどして、産業廃棄物処理業、金融業、建設業等の各種の事業活動に進出し、暴力団の

威力を背景としつつも一般の経済取引を装い、様々な犯罪を引き起こしている。

注：競馬法、自転車競技法、小型自動車競走法及びモーターボート競走法を指す。

13 14 15 16 17
区分

暴力団構成員及び準構成員の総検挙人員（人）
うち伝統的資金獲得犯罪検挙人員（人）
（　）内割合（％）

年次

覚 せ い 剤

恐 喝

� 博
ノ ミ 行 為 等

注：ノミ行為等の欄には、公営競技関係４法違反の総計を計上した。     

30,917 
12,100 
（39.1）
7,298 
3,070 
1,238 
494 

30,824 
11,398 
（37.0）
6,699 
2,954 
1,374 
371 

30,550 
10,128 
（33.2）
6,016 
3,092 
780 
240 

29,325 
9,379 

（32.0）
5,412 
2,808 
837 
322 

29,626 
10,467 
（35.3）
6,810 
2,619 
845 
193 

表3 - 4 暴力団構成員及び準構成員に係る伝統的資金獲得犯罪の検挙人員の推移（平成13～17年）

カジノ賭博の摘発
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④　企業対象暴力事犯、行政対象暴力事犯
17年中の暴力団構成員、準構成員、総会屋等及び社会運動等標ぼうゴロによる企業対象暴力及び

行政対象暴力事犯の検挙件数は530件（前年比24件減）であった。

警察では、企業や行政機関からの暴力団、総会屋等に関する相談に的確に対応するとともに、こ

れらの事犯を常習的に行う組織や個人の取締りを推進している。

⑤　その他の資金獲得犯罪
以上のほか、暴力団は、各種公的給付制度の悪用、振り込め詐欺・恐喝、強盗、窃盗等、時代の

変化に応じて様々な資金獲得犯罪を行っている。その中には、暴力団構成員を中核としつつ、特定

の犯罪を行うため、素行不良者等の暴力団構成員又は準構成員以外の者をも組み入れた犯罪集団を

構成することがある。こういった集団は、情報の収集や犯罪の実行行為までの一連の行為を、暴力

団の威力による統制の下、徹底した役割分担により行っている。

山口組傘下組織と関係を有する建設会社役員（67）ら2人は、自己の会社が実際より高い技術力

を持つように偽ることで、より高い金額の公共工事を受注することができるようにするため、会社の経営実

態を示す書類に実際には雇用していない技術者を雇用していたとの虚偽の内容を記載し、14年9月、静岡県

に提出した。17年5月、建設業法違反（虚偽記載）で逮捕した（静岡）。

事例1

山口組傘下組織組長（49）ら3人は、16年4月、家屋解体工事に伴う廃棄物を、解体業者から報

酬を得て、他人が所有する土地に不法に投棄した。17年2月、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反（不

法投棄）で逮捕した（福岡）。

事例2

山口組傘下組織幹部（55）ら3人は、15年11月から16年2月ころにかけて、地元対策費名目で

金を脅し取ろうと、公共工事を受注した複数の建設会社に対し、「地元対策費はどうしてる。ほかの工事が止

まっているのは知っているか。2,000万円支払わないなら、この先仕事はできないぞ」などと脅し、5,500

万円を脅し取った。17年2月、恐喝罪で逮捕した（福岡）。

事例3

政治活動標ぼうゴロ幹部（46）ら2人は、15年7月、一般廃棄物処理施設を建設するために必要

な土地開発許可を得ようと、富加町職員2人に対し、「開発許可が出んが、どういうことや。わしは暴力団に

知り合いがいますわ。交通事故に気を付けてくださいよ。家族があるでしょう」などと告げて脅迫した。17

年5月、脅迫罪で逮捕した（岐阜）。

事例4

政治活動標ぼうゴロ代表（62）ら3人は、17年4月、町が発注した下水道工事により、知人が経

営するホテルの営業が妨害されたと因縁をつけて金を脅し取ろうと、国分寺町職員に対し、「客が減って売上

げが落ちとんや。この話がつくまで工事止めんかい」などと言い掛かりをつけ工事を中止させ、さらに、後

日、「おまえなんかやるん簡単やぞ。目をつぶしても5年したらすぐに出られるんじゃけん。もっと誠意を見

せろ。大変なことになるぞ」などと告げるとともに、暴行を加えて金を脅し取ろうとした。17年7月、恐喝

未遂罪等で逮捕した（香川）。

事例5
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住吉会傘下組織組員（30）ら2人は、組織的に振り込め詐欺・恐喝を繰り返していた別の住吉会

傘下組織組員らのグループに対し、預貯金口座を販売するため、16年3月、転売目的で預貯金口座を開設し、

銀行から預貯金通帳をだまし取った。17年3月、詐欺罪で逮捕した（警視庁、大分、山口）。

事例6

山口組傘下組織幹部（46）ら4人は、15年4月、路上生活者の住所や氏名、生年月日等の情報を

不正に入手し、これを用いて同人の印鑑証明、納税証明書等を用意した上で、不動産を購入するためのロー

ンを申し込み、銀行から合計約4,000万円をだまし取った。17年9月、詐欺罪等で逮捕した（警視庁）。

事例7

極東会傘下組織組長（64）ら3人は、15年6月から16年12月にかけて、クレジットカード会社

と契約を結んだ上、飲食店を装って売春のあっせんを行っていた者がクレジットカード会社と契約できない

ことにつけこんで、売春によって得られた不法な収益であることを知りながら、同人から売春に係る債権を

額面より安く買い取り、クレジットカード会社から額面どおりの支払いを受けて、その差額分を収受した。

17年7月、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等収受）で逮捕した（警視庁）。

事例8

客
売春あっせん者売春あっせん者

クレジットカード会社クレジットカード会社

売春の対価の支払いにクレジットカードを使用売春の対価の支払いにクレジットカードを使用

合法的な会社を装いクレジットカード会社と契約合法的な会社を装いクレジットカード会社と契約

不法な収益不法な収益

カードリーダー等を貸し、カードリーダー等を貸し、
クレジットカードを店内でクレジットカードを店内で
使用できるようにする使用できるようにする直接契約ができない直接契約ができない

債権債権
（額面より安く譲渡）（額面より安く譲渡）

債権の請求債権の請求

債権の請求債権の請求

極東会傘下組織組長極東会傘下組織組長
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（３）対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件
平成17年中の対立抗争事件数は６事件（前年同数）、対立抗争に起因するとみられる不法行為の

発生回数は18回（前年比13回減）であった。また、銃器使用率は61.1％と、70％を超えた従来に比

べ、近年では比較的低い水準となっている。

同年中に発生した対立抗争事件についてみると、そのほとんどが発生から24時間以内に終結して

いる。このように対立抗争事件が短期間に終結する傾向は、次に挙げる取組みの効果とみられる。

・　暴力団対策法の規定に基づく事務所使用制限命令の発出

・ ７年に発生した対立抗争に絡み警察官が誤って射殺された事件に関して、山口組組長の使用者

責任を認め、遺族による損害賠償請求を認容した最高裁判所判決にみられるような、被害者等に

よる民事的責任の追及

・ 指定暴力団の代表者等が対立抗争事件に伴う不法行為について無過失損害賠償責任を負うこと

とするための暴力団対策法の改正

（４）けん銃の押収
平成17年中の暴力団構成員及び準構成員からのけん銃の押収丁数は243丁と、前年より66丁減少

した。この10年間、押収丁数は減少傾向にある。

注１：（　）内は、銃器使用率を示す。
　２：対立抗争事件においては、特定の団体間の特定の原因による一連の対立抗争の発生から終結までを「発生事件数」１事件とし、これに起因

するとみられる不法行為の合計を「発生回数」としている。
　３：「暴力団等によるとみられる銃器発砲事件」とは、暴力団構成員及び準構成員による銃器発砲事件及び暴力団の関与がうかがわれる銃器発

砲事件をいう。
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発生回数（回）

うち銃器使用
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負傷者数
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銃器発砲

発砲事件数（件）

死者数（人）
負傷者数

表3 - 5 対立抗争事件及び暴力団等によるとみられる銃器発砲事件の発生状況の推移（平成8～17年）
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89
（15.3）

564

525
（93.1）

39
（6.9）

591

565
（95.6）

26
（4.4）

327

301
（92.0）

26
（8.0）

334

308
（92.2）

26
（7.8）

309

276
（89.3）

33
（10.7）

真正けん銃

改造けん銃

17

243

216
（88.9）

27
（11.1）

総数（丁）

区分
年次

注：（　）内は、押収丁数の総数に占める構成比（％）を示す。

表3 - 6 暴力団構成員及び準構成員からのけん銃押収丁数の推移（平成8～17年）
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（１）暴力団の指定
平成18年２月３日現在、暴力団対策法の規定に基づき21団体が指定暴力団として指定されており、

17年中は、三代目�道会、太州会及び七代目酒梅組が５度目の指定を受けた。

3 暴力団対策法の施行

番号 名　称 主たる事務所の所在地 代表する者 勢力範囲 構成員数 初回指定年月日 効力期限（指定回数） 代　紋

1 六代目山口組 兵庫県神戸市灘区篠原本町
4-3-1 篠田　建市 1都1道2府41県 約20,000人 平成4年6月23日 平成19年（5回）

2 稲川会 東京都港区六本木7-8-4 稲川　角二 1都1道18県 約5,000人 平成4年6月23日 平成19年（5回）

3 住吉会 東京都港区赤坂6-4-21 西口　茂男 1都1道1府17県 約6,600人 平成4年6月23日 平成19年（5回）

4 四代目工藤會
福岡県北九州市小倉北区神岳
1-1-12 野村　　悟 3県 約620人 平成4年6月26日 平成19年（5回）

5 三代目旭琉会 沖縄県那覇市首里石嶺町
4-301-6 翁長　良宏 県内 約240人 平成4年6月26日 平成19年（5回）

6 沖縄旭琉会 沖縄県那覇市辻2-6-19 富永　　清 県内 約350人 平成4年6月26日 平成19年（5回）

7 五代目会津小鉄会 圖越　利次 1道1府1県 約810人 平成4年7月27日 平成19年（5回）

8 五代目共政会 広島県広島市南区南大河原町
18-10

守屋　　輯 県内 約300人 平成4年7月27日 平成19年（5回）

9 六代目合田一家 山口県下関市竹崎町3-13-6 温井　完治 3県 約200人 平成4年7月27日 平成19年（5回）

10 四代目小桜一家 鹿児島県鹿児島市甲突町9-1 平岡　喜榮 県内 約110人 平成4年7月27日 平成19年（5回）

11 三代目浅野組 岡山県笠岡市笠岡615-11 串田　芳明 2県 約140人 平成4年12月14日 平成19年（5回）

12 道仁会 福岡県久留米市通東町6-9 松尾誠次郎 5県 約910人 平成4年12月14日 平成19年（5回）

13 親和会 香川県高松市塩上町2-14-4 細谷　國彦 県内 約70人 平成4年12月16日 平成19年（5回）

14 双愛会 千葉県市原市潤井戸1343-8 申　　明雨 2県 約320人 平成4年12月24日 平成19年（5回）

15 三代目�道会 広島県尾道市山波町3025-1 渡邊　　望 6県 約190人 平成5年3月4日 平成20年（5回）

16 太州会 福岡県田川市大字弓削田
1314-1

日高　　博 県内 約170人 平成5年3月4日 平成20年（5回）

17 七代目酒梅組 大阪府大阪市中央区東心斎橋
2-6-23 金　　在鶴 2府1県 約160人 平成5年5月26日 平成20年（5回）

18 極東会 東京都豊島区西池袋1-29-5 �　　圭化 1都1道13県 約1,400人 平成5年7月21日 平成20年（5回）

19 東組 大阪府大阪市西成区山王
1-11-8 岸田　　清 府内 約170人 平成5年8月4日 平成20年（5回）

20 松葉会 東京都台東区西浅草2-9-8 李　　春星 1都1道8県 約1,300人 平成6年2月10日 平成21年（5回）

21 二代目福博会
福岡県福岡市博多区千代
5-18-15 和田万亀男 4県 約340人 平成12年2月10日 平成21年（3回）

京都府京都市下京区東高瀬川
筋上ノ口上る岩滝町176-1

注１：本表の「勢力範囲」、「構成員数」は、それぞれの団体の最新の指定の基準日における数値を、「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表
する者」、「代紋」は、平成18年2月3日現在のものを示している。

２：石川一家（平成5年2月18日佐賀県公安委員会指定）は、五代目山口組傘下組織となったため、平成7年10月16日に指定を取り消された。
３：二代目大日本平和会（平成6年4月7日兵庫県公安委員会指定）は、再度の指定が行われず、平成9年4月6日で指定の効力が失われた。
４：三代目山野会（平成10年12月21日熊本県公安委員会指定）は、団体の壊滅のため、平成13年11月8日に指定を取り消された。
５：極東桜井總家連合会（平成5年7月8日静岡県公安委員会指定）は、団体消滅のため、平成17年5月31日に指定を取り消された。
６：國粹会（平成6年5月13日東京都公安委員会指定）は、六代目山口組傘下組織となったため、平成17年10月31日に指定を取り消された。
７：中野会（平成11年7月1日大阪府公安委員会指定）は、団体解散のため、平成17年12月22日に指定を取り消された。
８：平成17年末における全暴力団構成員数（43,300人）に占める指定暴力団構成員数（40,800人）の比率は94.2%である。

表3 - 7 指定暴力団の指定の状況
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（２）中止命令等の発出
暴力団対策法の規定により、指定暴力団員がその所属する暴力団の威力を示して暴力的要求行為

等を行うことが禁止されている。このような行為を行った指定暴力団員等に対し、都道府県公安委

員会は、中止命令や再発防止命令を発出しており、平成17年中、中止命令を2,668件、再発防止命令

を112件発出している。同法施行以降17年末までの中止命令等の発出件数は、それぞれ２万5,615件、

1,002件に上っている。

また、同年中、指定暴力団の対立抗争に際し、当該指定暴力団の事務所をその活動の用に供する

ことを禁止する事務所使用制限命令を３件発出した。同法施行以降同年末までの事務所使用制限命

令の発出件数は22件に上っている。

区分 年次 13 14 15 16

2,238（96） 2,599（141） 2,609（114） 2,717（161）

不当贈与要求行為
不当下請等要求行為
みかじめ料要求行為
用心棒料等要求行為
高利債権取立等行為
不当債権取立行為
不当債務免除要求行為
不当貸付等要求行為
競売等妨害行為
不当示談介入行為
因縁をつけての金品等要求行為
その他

   625（5）
     20         
   180（8）
   286（38）
     19（1）
     24
   148（4）
     34（6）
       1
       4
     31
     10

   618（15）
     32（2）
   193（20）
   407（57）
     29（1）
     33
     90
     28
       1
       4
     54（1）
       6

   727（17）
     34（2）
   229（15）
   351（44）
     29
     22
   117（2）
     22（1）
       1
       0
     20
       1   

   795（16）
     34（2）
   284（21）
   415（53）
     28（4）
     17（2）
   110（4）
     33（1）
       0
     10
     35
       2

暴力的要求行為の要求
暴力的要求行為の現場立会援助行為

  （1）
  311

       0
   496    

  （1）
   422

  （5）
   385

12条の2 指定暴力団等の業務に関し行われる暴力的要求行為   （2）  （11）

12条の3 準暴力的要求行為の要求等   （1）   （1）

  （3）

  （3）

12条の5 準暴力的要求行為

暴力団事務所の使用制限命令

     1（1）      3（1）      3（1）      5（1）

     0

少年に対する加入強要・脱退妨害
威迫による加入強要・脱退妨害
密接関係者に対する加入強要・脱退妨害

    80（6）
  399（26）
    48

     49（2）
   489（35）
     55

     60（4）
   470（23）
     80

     77（6）
   409（29）
     40（2）

17条 加入の強要の命令等          （4）         （1）

20条 指詰めの強要等     11

0

0

0

0

       9

       0

       0

     27

24条 少年に対する入れ墨の強要等        5（1）        4

29条 事務所等における禁止行為       4        7

     17

       2

       2

山口組
稲川会
住吉会
四代目工藤會
三代目旭琉会
沖縄旭琉会
五代目会津小鉄会
五代目共政会
六代目合田一家
四代目小桜一家
三代目浅野組
道仁会
親和会
双愛会
三代目�道会
太州会
七代目酒梅組
極東会
東組
松葉会
二代目福博会
（三代目山野会）
（極東桜井總家連合会）
（中野会）
（國粹会）

  994（43）
  358（21）
  320（12）
      9（1）
      6
      8（1）
    40（3）
    14（1）
    12（2）
      2
      1
    47（3）
      5
    18
      6
      7
      4
    62（2）
    21
    52（2）
      4
      3
      6（1）
      3
    48（2）

1,174（61）
   399（35）
   348（22）
       6（1）
     13
     11
     21（3）
     11（1）
     10
     10
       4
     70（2）
       5
     25（3）
       1（2）
       7
       2
     56
     15
     70（3）
     15
       -
       9（4）
       2（1）
     33（2）

1,115（51）
   394（21）
   393（13）
     16
     13（1）
     25（1）
     25（3）
       9（2）
     10（1）
       5
       4
     68（5）
       2
     17（3）
       5
     10
       4
     81（4）
     18
     83（6）
       8
       -
       5
     11
     38（1）

1,119（80）
   406（29）
   336（15）
       9（1）
     28
     29（1）
     36（2）
       5 
     14（3）
       1
       4
     74（5）
       7
     26（3）
       6
     10
       4
     50（6）
     44（2）
   114（7）
     22
       -
       2
       1
     59（2）

17

2,668（112）

   798（19）
     36（3）
   253（17）
   391（49）
     32
     35
     89（1）
     27
       0
       1
     52
       5 

  （1）
   347 

  （1）

  

   22

     37（1）
   454（19）
     53

     32

    8        0      0     6      3

       4

       0

       0

1,137（34）
   417（32）
   331（19）
     19
     15
     23
     25（3）
       9
       7（1）
       0
       3
     91（7）
       2
     37（6）
       2
       8
       0
     50（1）
     13（1）
     73（6）
       6
       -
       0
       2
     43（1）

総　数（件）

 

 

9条

10条

16条

15条

形
　
　
態
　
　
別

団
　
　
体
　
　
別

注１：数字は、中止命令の件数であり、（　）内は再発防止命令、＜　＞内は少年脱退措置命令のそれぞれの外数である。
２：三代目山野会、極東桜井總家連合会及び中野会は、団体の壊滅のため、それぞれ平成13年11月8日、平成17年５月31日、平成17年12月22日に指定

を取り消された。
３：國粹会は、山口組傘下組織となったため、平成17年10月31日に指定を取り消された。
４：団体名は、平成17年12月31日現在のものである。

表3 - 8 暴力団対策法に基づく中止命令及び再発防止命令等件数（平成13～17年）



156

（１）都道府県暴力追放運動推進センター、弁護士会との連携
警察では、暴力団の不当要求による被害を防止するため、

暴力団対策法の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した

都道府県暴力追放運動推進センター（以下「都道府県センタ

ー」という。）で実施される不当要求防止責任者講習に警察官

を講師として派遣したり、都道府県センター、弁護士会と緊

密に連携し、暴力団からの被害の救済を行ったりするなど、

民事介入暴力対策や暴力団排除活動を活発に展開している。

（２）行政対象暴力対策の推進
暴力団を始めとした反社会的勢力が、不正な利益を得る目的で、行政機関やその職員を対象とし

て違法又は不法な行為を行っている実態が明らかになっている。これに対して、都道府県警察では、

都道府県センターや弁護士会と連携し、行政機関の職員を対象とした不当要求防止責任者講習を実

施するなど、このような行政対象暴力を排除する対策を推進している。

全国の地方公共団体では、暴力団等の不当要求等に対する

組織的な対応を規定した、いわゆるコンプライアンス（法令

遵守）条例、要綱等の制定を進めており、平成17年末現在、

全国の地方公共団体の87.9％が、こうした条例、要綱等を制定

している。

また、国の行政機関でも、行政対象暴力関係省庁等連絡会

議が開催されるなど、組織的な対応の強化が進められている。

（３）各種業及び公共工事からの暴力団排除
警察では、暴力団の資金源を遮断し、業の健全化を図るため、国及び地方公共団体と連携して、

産業廃棄物処理業、貸金業、建設業等の各種業からの暴力団排除を推進している。また、国及び地

方公共団体と連携して、公共工事の請負業者から暴力団関係企業を排除するなど、公共事業からの

暴力団排除を推進している。

また、警察庁は、平成17年６月、国発注の公共工事からの暴

力団排除を一層推進するため、国土交通省と協議を行い、暴力

団員と社会的に非難されるべき関係を有する業者については指

名業者から排除するとともに、都道府県警察と国土交通省地方

整備局等との連携を強化することについて同省と合意するな

ど、都道府県警察と国土交通省地方整備局等との協力関係を確

立した。

4 民事介入暴力対策と暴力団排除活動

行政対象暴力関係省庁等連絡会議の開催

暴力団排除を訴える看板の掲示

暴力団排除広報ポスター
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（４）暴力団員を相手方とする民事訴訟等に係る支援
警察では、都道府県センター、弁護士会等と連携し、暴力団

構成員及び準構成員による違法行為の被害者が当該暴力団構成

員及び準構成員に対して提起した損害賠償請求訴訟や、暴力団

事務所の明渡し又は使用差止請求訴訟等について、必要な支援

を行っている。中でも、暴力団犯罪の被害者が、当該犯罪の実

行行為者のみならず、その所属する暴力団の組長等の使用者責

任や共同不法行為責任を追及する損害賠償請求訴訟は、被害回

復に寄与することはもとより、暴力団組織に経済的な打撃を与

え、対立抗争等の不法行為を抑制する効果がある。

平成17年中に警察が行った暴力団関係事案に係る民事訴訟支援の件数は134件であり、そのうち、

訴訟の提起に係る支援が62件、仮処分の申請に係る支援が36件であった。

青森県警察本部長は、青森県知事から貸金業等の規制等に関する法律の規定に基づく意見照会を

受け、貸金業の登録更新を申請した者について所要の調査を実施したところ、申請者が山口組傘下組織幹部

の妻（24）であり、申請者が経営する貸金業者の事業活動を暴力団員が支配していることが判明したことか

ら、その旨の意見陳述を行った。これを受け、17年6月、青森県知事は、当該登録申請を拒否した。

事例1

三重県警察と国土交通省中部地方整備局は、17年9月、「中部地方整備局発注工事等からの暴力団

関係業者の排除に関する合意書」を締結し、相互に連携を強化し、暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有する建設会社等を中部地方整備局が発注する公共工事等から排除することで合意した。

これに基づき三重県警察は、同月、山口組と関係を有する建設会社を公共工事等から排除するよう中部地

方整備局に通知し、これを受けた中部地方整備局は、この建設会社について、公共工事等の指名競争入札に

参加する資格を停止した。

事例2

住民による暴力団事務所の撤去運動

17年4月に発生した対立抗争事件を契機とする暴力団事務所の明渡し請求訴訟について、北海道

警察は、都道府県センター等と連携して、訴訟関係者に対し、身辺警護等の必要な支援を行うとともに、市

民団体等による暴力団排除活動を支援した結果、当該事務所の撤去に至った。

事 例

コラム  

平成4年の暴力団対策法の施行により、暴力団の社会からの孤立化が進んだ結果、暴力団構成員等の数は一時
8万人を下回るまでに減少したが、最近は徐々にその勢力を回復させ、暴力団対策法施行以前の水準に迫りつつ
ある。この背景には、暴力団の資金獲得活動の巧妙化と暴力団の存在を許容又は利用する土壌の存在があること
から、社会から暴力団を排除するためには、関係省庁及び官民が連携して社会全体で公共事業、企業活動等から
暴力団を排除し、その資金源を遮断する必要がある。
そこで、18年6月20日に開催された犯罪対策閣僚会議・青少年育成推進本部合同会議において、犯罪対策閣
僚会議に、関係省庁から成るワーキングチームを設置し、関係省庁が連携して、暴力団の資金獲得活動の巧妙化
等に対する効果的な対策を検討することとされた。

1 暴力団資金源等総合対策に係る省庁横断的な取組み
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平成17年中は覚せい剤事犯の検挙人員が５年ぶりに増加に転じたほか、MDMA（注）等の合成麻薬

事犯の検挙人員は過去２番目に多かった。また、乾燥大麻の押収量は過去２番目に多く、さらに、

MDMA等の合成麻薬の押収量は過去最高を記録するなど、我が国の薬物情勢は極めて憂慮すべき

状況にある。

（１）覚せい剤情勢
平成17年中の覚せい剤事犯の検挙件数は１万9,999件、検挙人

員は１万3,346人と、それぞれ前年より2,300件（13.0％）、1,126人

（9.2％）増加したが、押収量は118.9キログラムと、前年より287.2

キログラム（70.7％）減少した。

1 薬物情勢

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
押収量（kg）

（kg） （件、人）

8 9 10 11 12 13 14 15
検挙件数（件） 26,624

19,420
650.8
10,188
52.5

26,834
19,722
171.9
10,503
53.3

22,493
16,888
549.0
8,610
51.0

24,167
18,285
1,975.9
9,077
49.6

25,913
18,942
1,026.9
9,506
50.2

24,791
17,912
406.1
8,742
48.8

23,225
16,771
437.0
7,861
46.9

20,129
14,624
486.8
6,785
46.4

17,699
12,220
406.1
5,454
44.6

検挙人員（人）
押収量（kg）

初犯者の検挙人員（人）

構成比（%）

16 17
19,999
13,346
118.9
5,995
44.9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000
検挙人員（人）検挙件数（件）

注：検挙件数及び検挙人員には、覚せい剤事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。

区分 年次

図3 - 3 覚せい剤事犯の検挙状況の推移（平成8～17年）

暴力団組長（52）ら4人は、覚せい剤水溶液59.4キログラムを、水枕に隠匿して福岡県内の飲食

店へ配送しようとしたほか、埼玉県内の貸倉庫にMDMA28万6,119錠を所持していた。17年3月までに、

海上保安庁との合同捜査により、覚せい剤取締法違反（営利目的所持）等で逮捕した（警視庁、福岡）。

事 例

注：化学名「3,4-メチレンジオキシメタンフェタミン（3,4-Methylenedioxymethamphetamine）」の略名。別名「エクスタシ
ー」と呼ばれ、本来は白色粉末であるが、様々な着色がされることが多く、文字や絵柄の刻印が入った錠剤やカプセル
の形で密売される。

スーツケースに隠匿されていた覚せい剤
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（２）各種薬物事犯
①　大麻事犯
平成17年中の大麻事犯の検挙件数は2,831件、検挙人員は1,941

人と、それぞれ前年より187件（6.2％）、268人（12.1％）減少し、

検挙人員の66.0％を未成年及び20歳代の若年層が占めた。大麻樹

脂の押収量は230.5キログラムと、前年より減少したが、乾燥大

麻の押収量は643.1キログラムと、増加し、乾燥大麻の押収量は

過去２番目に多かった。

②　麻薬等事犯
ア　MDMA等の合成麻薬
17年中のMDMA等の合成麻薬事犯の検挙件数は881件と、前年より48件（5.8％）増加し、検挙人

員は403人と、前年より14人（3.4％）減少した。また、検挙人員の70.9％を未成年及び20歳代の若

年層が占めた。押収量は57万1,522錠と、前年より10万2,396錠（21.8％）増加し、過去最高であった

16年の押収量を上回った。

13 14 15 16 17

検挙件数（件）
区分 年次

2,240
1,450
818.7
  72.8

2,545
1,748
224.3
244.1

2,772
2,032
537.2
267.0

3,018
2,209
606.6
294.5

2,831
1,941
643.1
230.5

検挙人員（人）
押収量 
（kg）

乾燥大麻

大麻樹脂
注：検挙件数及び検挙人員には、大麻事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。

表3 - 9 大麻事犯の検挙状況の推移（平成13～17年）

（錠） （人）

0

200,000

400,000

600,000

800,000
押収量（錠）

0

100

200

300

400

500
検挙人員（人）

13 14 15 16 17

押収量（錠）

区分

112,358

102

174,259

117

393,088

256

469,126

417

571,522

403

年次

検挙人員（人）

注1：平成14年以降の押収量には、覚せい剤とMDMAの混合錠剤を含む。
　2：検挙件数及び検挙人員には、MDMA等の合成麻薬事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。

図3 - 4 MDMA等の合成麻薬事犯の検挙状況の推移（平成13～17年）

木製彫刻に隠匿されていた乾燥大麻
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イ　コカイン
17年のコカイン事犯の検挙件数は143件、検挙人員は36人と、それぞれ前年より18件（11.2％）、

40人（52.6％）減少し、押収量は2.9キログラムと、前年より82.5キログラム（96.6％）減少した。

ウ　ヘロイン
17年中のヘロイン事犯の検挙件数は31件と、前年より10件（24.4％）減少し、検挙人員は21人と、前

年より８人（61.5％）増加し、その押収量は107.7グラムと、前年より75.1グラム（230.4％）増加した。

エ　向精神薬
17年中の向精神薬事犯のうち鎮静剤事犯の検挙件数は21件、検挙人員は11人と、それぞれ前年よ

り27件（56.3％）、13人（54.2％）減少したが、その押収量は15,010錠と、前年より7,430錠（98.0％）

増加した。

倉庫に隠匿されていたMDMA

区分 
13 14 15 16 17

検挙件数（件） 149 
52 
23.7

145 
40 
16.7

159 
58 
2.3

161 
76 
85.4

143 
36 
2.9

検挙人員（人） 
押収量（kg） 

年次 

注：検挙件数及び検挙人員には、コカイン事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。 

表3 - 10 コカイン事犯の検挙状況の推移（平成13～17年）

区分 13 14 15 16 17

検挙件数（件） 53 
33 
4.3

64 
40 
19.1

113 
72 
5.1

41 
13 

0.0326

31 
21 

0.1077
検挙人員（人） 
押収量（kg） 

年次 

注：検挙件数及び検挙人員には、ヘロイン事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。 

表3 - 11 ヘロイン事犯の検挙状況の推移（平成13～17年）
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③　あへん
17年中のあへん事犯の検挙件数は31件、検挙人員は12人と、それぞれ前年より49件（61.3％）、47

人（79.7％）減少し、その押収量は1.0キログラムと、前年より0.7キログラム（41.2％）減少した。

④　シンナー等の有機溶剤事犯
17年中のシンナー等の有機溶剤事犯の検挙（補導を含む。）人員は、摂取、吸入及び摂取・吸入

目的所持によるものが2,783人、知情販売（相手が乱用する目的で購入すると知って販売すること）

等が269人であった。それぞれの50.1％、61.7％を少年が占めた。

⑤　違法ドラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）への対応
近年、麻薬等と同様に多幸感、快感等を高めるものとして、「合法ドラッグ」等と称して違法ド

ラッグ（いわゆる脱法ドラッグ）を販売する事案が散見される。警察では、この問題について関係

機関と連携して諸対策を講じており、成分中に規制薬物が含まれ法令に違反する場合には、厳正な

取締りを行っている。

18年３月には、Ｎ-メチル-α-エチル-３・４-（メチレンジオキシ）フェネチルアミン（別名ＭＢ

ＤＢ）及びその塩類等が新たに麻薬及び向精神薬取締法における麻薬として指定され、規制対象と

なった。

鎮　静　剤 興　奮　剤 

件　数（件） 人　員（人） 押収量（錠） 件　数（件） 人　員（人） 押収量（錠） 
平成17年 21 

48 
△27 
△56.3

11 
24 

△13 
△54.2

15,010 
7,580 
7,430 
98.0

4 
7 
△3 

△42.9

4 
5 
△1 

△20.0

4,277 
3 

4,274 
1,424.7

平成16年 

増減 
増減率（%） 

区分 
年次等 

注：検挙件数及び検挙人員には、向精神薬事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。 

表3 - 12 向精神薬事犯の検挙状況（平成16、17年）

区分 13 14 15 16 17
検挙件数（件） 85 

44 
11.4

80 
43 
5.7

84 
50 
5.2

80 
59 
1.7

31 
12 
1.0

検挙人員（人） 
押収量（kg） 

年次 

注：検挙件数及び検挙人員には、あへん事犯に係る麻薬特例法違反の検挙件数及び検挙人員を含む。 

表3 - 13 あへん事犯検挙状況の推移（平成13～17年）
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（１）密輸入事犯の現状
平成17年中の薬物密輸入事犯の検挙件数は198件、検挙人員は210人と、それぞれ前年より155件

（43.9％）、194人（48.0％）減少した。我が国で乱用される薬物のほとんどは、国際的な薬物犯罪組

織の関与の下に海外から密輸入されており、航空機を利用して、手荷物品の中に隠匿したり、身体

に巻き付けたり、国際郵便・国際宅配便を利用するなどの方法が用いられている。

大量押収（覚せい剤及び大麻については１キログラム以上、MDMA（他の薬物との混合錠剤を

含む。）については1,000錠以上の押収をいう。）事件での主な仕出地は、覚せい剤では中国、タイ、

乾燥大麻では南アフリカ、ベルギー、大麻樹脂ではインド、イスラエル、MDMAではオランダ、

フランスであった。

（２）薬物事犯への暴力団の関与
平成17年中の覚せい剤事犯の検挙人員に占める暴力団構成員及び準構成員の割合は51.3％であり、

依然として覚せい剤事犯に暴力団が深く関与している状況がうかがえる。

2 薬物犯罪組織の動向

チョコレートに偽装して密輸された覚せい剤

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19,420
7,912
40.7

19,722
7,817
39.6

16,888
7,204
42.7

18,285
7,944
43.4

18,942
7,729
40.8

17,912
7,307
40.8

16,771
6,738
40.2

14,624
6,050
41.4

12,220
5,430
44.4

13,346
6,853
51.3

暴力団構成員等の検挙人員（人）
構成比（%）

覚せい剤事犯の総検挙人員（人）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
暴力団構成員等の検挙人員（人）覚せい剤事犯の総検挙人員（人）

（人）

注：検挙人員には、覚せい剤事犯に係る麻薬特例法違反の検挙人員を含む。

区分 年次

図3 - 5 暴力団構成員等による覚せい剤事犯の検挙人員の推移（平成８～17年）

�道会傘下組織組長（61）ら5人は、14年2月ころから17年3月にかけて、配下の構成員らにプ

リペイド式携帯電話で注文を受けさせるなどして、組織的に覚せい剤を密売した。17年6月、麻薬特例法違

反（業としての譲渡し）で逮捕した。同人らは、約3年間で約7.5キログラムの覚せい剤を密売し、約3億

5,000万円の収益を得ていた（岡山、広島）。

事 例
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（３）来日外国人による薬物事犯
①　イラン人薬物密売組織
平成17年中のイラン人による覚せい剤事犯の検挙人員は88人と、前年より14人（18.9％）増加し

た。このうち、営利犯（営利目的所持及び営利目的譲渡をいう。）は45人で51.1％を占め、他の国

籍・地域の者と比べると著しく高い割合を占めており、依然としてイラン人が覚せい剤の密売に深

くかかわっている状況がうかがえる。最近では、繁華街等での無差別的な密売は減少したものの、

携帯電話を利用して客に接触場所を指定する方法による密売が多数敢行されている。

②　国籍・地域別の検挙状況
17年中の来日外国人による薬物事犯の検挙人員は608人と、前年より16人（2.6%）減少した。こ

のうち、覚せい剤事犯は412人と、前年より38人増加し、麻薬及び向精神薬事犯は47人（前年比34

人減）、大麻事犯は145人（前年比16人減）、あへん事犯は４人（前年比４人減）であった。

国籍・地域別の検挙状況をみると、ブラジルが121人（前年比22人増）、イランが107人（前年比

18人増）、フィリピンが85人（前年比17人増）とそれぞれ前年より増加し、ブラジル人、イラン人、

フィリピン人の検挙人員が多い状態が続いている。

（４）インターネット利用による薬物密売事犯
平成17年中にインターネットを利用した薬物密売事犯で密売人を検挙した事件は18件と、前年よ

り12件（200.0％）増加した。このうち、密売人が暴力団構成員及び準構成員であった事件は10件で、

その多くを占めた。

密売の主な手口は、インターネット上の電子掲示板等に「エス　0.3g １万」等と掲載して薬物

の購入を勧誘し、これに連絡してきた客から注文を受け、指定した預貯金口座に代金を振り込ませ

た後、薬物を配送するというものである。このように、検挙に係る薬物密売事犯の多くが、密売人

が客と実際に会うことなく、インターネット上だけで薬物の売買を行っており、インターネット特

有の匿名性を悪用したものである。

（人）0 20 40 60 80 100 120

その他

営利犯

その他

ブラジル

フィリピン

タイ

イラン

中国

韓国

図3 - 6 来日外国人による覚せい剤事犯の検挙人員に占める営利犯（平成17年）
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（１）政府の薬物対策
薬物問題は治安の根幹にかかわる重要な問題であり、政府一体となった対策が進められている。

薬物乱用対策推進本部（本部長：内閣総理大臣、副本部長：国家公安委員会委員長、法務大臣、財

務大臣等）は、平成15年７月、「薬物乱用防止新五か年戦略」を策定するとともに、水際対策が重

要となっていることから、「薬物密輸入阻止のための緊急水際対策」を策定し、これらに基づく総

合的な薬物対策を推進している。

（２）警察の薬物対策
①　供給の遮断
我が国で乱用されている薬物のほとんどが海外から流入していることから、これを水際で阻止す

るため、税関、海上保安庁等の関係機関との連携を強化するとともに、外国の取締機関等との情報

交換を緊密に行っている。

また、薬物犯罪組織の壊滅を図るため、コントロールド・デリバリー等の効果的な捜査手法を活

用した捜査を推進しているほか、密売人等をより重く処罰するため、麻薬特例法の規定に基づき、

業として行う密輸・密売等の検挙を推進している。さらに、同法に規定されているマネー・ローン

ダリング行為の検挙や薬物犯罪収益の没収・追徴の徹底等の対策を推進し、薬物犯罪組織に資金面

から打撃を与えている。

3 総合的な薬物対策

コラム  

薬物乱用対策推進本部は、第三次覚せい剤乱用期の終息に向けて、10年5月に「薬物乱用防止五か年戦略」

を策定したが、覚せい剤事犯の検挙者数は引き続き高い水準にあるなど、同乱用期は依然として継続してい

たこと、また、水際における薬物の大量押収、通信手段の発達等により摘発が困難となっていたことなどか

ら、15年7月、新たに「薬物乱用防止新五か年戦略」を策定した。

同戦略は、「第三次覚せい剤乱用期の一刻も早い終息に向けて総合的に対策を講ずるとともに、世界的な薬

物乱用問題の解決に我が国も積極的に貢献する」ことを基本目標に、中・高校生を中心に薬物乱用の危険性

の啓発を継続するなどの青少年対策、薬物密売組織の壊滅を図るなどの密売対策、薬物の密輸を水際で食い

止めるなどの水際対策及び国際協力、薬物依存・中毒者の治療、社会復帰の支援によって再乱用を防止する

などの再乱用防止対策を目標として掲げている。

1 「薬物乱用防止新五か年戦略」

区分 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

実施件数 19 19 29 19 29 28 26 63 78 42

年次 

表3 - 14 コントロールド・デリバリーの実施件数（平成８～17年）

区分 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5条違反（業として行う不法輸入等）（事件） 23 24 20 18 34 18 43 32 45 47

年次 

 
注：６条違反及び７条違反（マネー・ローンダリング事犯）については、第３章第１節第２項表3-1（146頁）参照 

表3 - 15 麻薬特例法違反（5条）事件数の推移（平成8～17年）



165

第3節　薬物銃器対策

組
織
犯
罪
対
策

第
3
章

②　需要の根絶
薬物乱用は、乱用者自身の精神、身体をむしばむばかりではなく、幻覚、妄想等により、乱用者

が殺人、放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引き起こすこともあり、社会の安全を脅かすも

のである。

薬物の需要の根絶を図るためには、社会全体に、薬物を拒絶する規範意識が堅持されていること

が重要である。警察では、末端乱用者の検挙を徹底するとともに、広報啓発活動を行い、薬物の危

険性・有害性についての正しい知識の周知を図っている。

（３）国際協力の推進（第6章第15項（280頁）参照）
薬物の不正取引は、薬物犯罪組織により国境を越えて行われており、一国のみでは解決できない

問題である。主要国首脳会議（サミット）、国際連合等の国際的な枠組みの中でも、地球規模の重

大な問題として、その解決に向けた取組みが進められている。警察では、捜査員の相互派遣、国際

会議への参加を通じた情報交換等の国際捜査協力のほか、関係国に対する薬物捜査に関する技術支

援を推進している。

例えば、平成17年２月には、28か国、２地域、１国際機関の参加（オブザーバーを含む。）を得

て、第11回アジア・太平洋薬物取締会議を東京で開催し、国際共同捜査の効果及び必要性等につい

て討議を行ったほか、同年９月から10月にかけて、独立行政法人国際協力機構（JICA）と共催で、

アジア、中南米等の17か国から薬物取締機関の上級幹部を招へいし、薬物取締りに関する情報交換

と日本の捜査技術の移転を図るための薬物犯罪取締セミナーを開催した。

刑法犯 特別法犯 

殺人 強盗 放火 強姦 暴行 傷害 脅迫 恐喝 
その他 

凶悪犯 粗暴犯 
窃盗犯 その他 

罪種等 

年 
銃刀法 凶器準 

備集合 

17 1,103 
971 
132

90 
84 
6

19 
16 
3

51 
45 
6

8 
5 
3

12 
18 
△6

205 
184 
21

32 
24 
8

102 
94 
8

6 
8 
△2

65 
58 
7 
 

0 
0 
0

526 
466 
60

282 
237 
45

4,063 
4,200 
△137

27 
26 
1

4,036 
4,174 
△138

16
増減 

表3 - 16 薬物常用者（注）による犯罪の検挙人員（平成16、17年）

注：覚せい剤、麻薬、大麻、あへん、向精神薬を常用している者及びトルエン等の有機溶剤又はこれらを含有するシンナー、
接着剤等を常習的に乱用している者をいい、中毒症状にあるかどうかを問わない。

薬物乱用防止キャンペーン 第11回アジア・太平洋薬物取締会議
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平成17年中の銃器情勢は、銃器発砲事件の発生件数やけん銃を使用した強盗その他の事件の認知

件数が過去最少となったものの、一般市民に被害が及ぶ凶悪事件は後を絶たず、依然として厳しい

状況にある。

（１）銃器発砲事件の発生状況
平成17年中の銃器発砲事件は76件（前年比28

件減）、それによる死者数は10人（前年比７人減）、

負傷者は12人（前年比９人減）と、いずれも過

去最少であった。このうち、暴力団等によると

みられるものは51件（前年比 34件減）と、全発

砲事件の67.1％を占めた。また、全発砲事件のう

ち７件は、エアガン（注）を改造したものによるも

のであった。

さらに、暴力団等によるとみられる発砲事件

が発生した際、現場付近を通り掛かった通行人

や運転者をも巻き込んで負傷させる事例もみら

れた。

4 銃器情勢

7件以上

1～3件

4～6件

発生なし

図3 - 7 都道府県別銃器発砲事件の発生状況

（平成17年）

無職の男（25）ら2人は、17年9月、高速道路を走行中の車内から改造したエアガンを発射して

走行中の他の車両のフロントガラス等を損壊させた。同年10月、器物損壊罪等で逮捕した（大阪）。

事例1

山口組傘下組織幹部（36）ら3人は、17年10月、自らの乗用車によって山口組傘下組織元構成

員が運転する乗用車の進路をふさぎ、降車した同人に対してけん銃を発射して胸部等を負傷させた。その際、

付近を通り掛かった男性をも巻き込んで負傷させた。同月、殺人未遂罪等で逮捕した（和歌山）。

事例2

注：圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有するが、人の生命に危険を及ぼし得る威力を有しないもの

対立抗争

14 15 16 1710 11 12 138 9

発砲総数（件）

区分

死傷者数（人）

その他・不明

死者数

負傷者数

注1：「暴力団等」の欄は、暴力団等によるとみられる銃器発砲事件数を示し、暴力団構成員及び準構成員による銃器発砲事件数
のほか暴力団の関与がうかがわれる銃器発砲事件数を含む。

　2：「対立抗争」の欄は、対立抗争事件に起因するとみられる銃器発砲事件数を示す。
　3：「その他・不明」の欄は、暴力団等によるとみられるもの以外の銃器発砲事件数を示す。
　4：（　）内は、暴力団構成員及び準構成員以外の者の死者数・負傷者数を内数で示す。

（人）（件）

暴力団等

0 

50 

100 

150 

200 

250 
その他・不明（件）暴力団等（件）

 0

 10

 20

 30

 40

 50
負傷者数（人）死者数（人）

128

108

25

20

52（18）

17（  6）

35（12）

148

124

40

24

53（19）

22（  9）

31（10）

154

134

39

20

54（21）

19（  8）

35（13）

162

133

42

29

52（17）

28（10）

24（  7）

134

92

16

42

58（27）

23（  9）

35（18）

215

178

71

37

69（34）

39（20）

30（14）

158

112

21

46

58（23）

24（  5）

34（18）

139

104

32

35

67（25）

35（11）

32（14）

104

85

19

19

38（17）

17（  5）

21（12）

76

51

11

25

22（13）

10（  4）

12（  9）

年次

図3 - 8 銃器発砲事件の発生状況と死傷者数の推移（平成8～17年）
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（２）けん銃を使用した事件の認知状況
平成17年中のけん銃（けん銃様のもの（注）を含む。）を使用した

事件の認知件数は200件（前年比77件減）で、過去10年間では最

少となった。

罪種別では、殺人（21件、前年比15件減）、強盗（91件、前年

比35件減）が、いずれも前年より減少した。

発砲被害の痕跡

注：殺人及び強盗については、未遂及び予備を含む。

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

221
36
104
81

210
40
90
80

221
49
92
80

229
40
108
81

230
36
115
79

264
50
142
72

251
43
128
80

242
45
99
98

277
36
126
115

殺　人
強　盗

その他

200
21
91
88

認知件数（件）

（件）

0

50

100

150

200

250

300
その他強盗殺人

区分 年次

図3 - 9 けん銃使用事件の認知件数の推移（平成８～17年）

無職の男（54）ら2人は、17年1月、家電量販店駐車場において、売上金を搬送中の警備員2人

に向けてけん銃を発射した上、現金約870万円を奪い、逃走した。同年5月、強盗罪等で逮捕した（千葉）。

事例1

17年6月、郵便局前の路上において、郵便局長が帰宅するため乗用車に乗り込もうとしたところ、

男が郵便局長にけん銃を突き付けてその乗用車に乗り込み、発進するよう強要した。その後、郵便局長が男

のすきを見て車外に逃げ出した際、男はその後方からけん銃を発射し、その後、車内にあった鞄を奪い、逃

走した。18年6月現在、捜査中である（京都）。

事例2

注：けん銃らしきものを突き付け、見せるなどして犯行に及んだ事件において、被害者、参考人等の供述等により、けん銃
と推定されるもの
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過去10年間に我が国で押収されたけん銃は約9,300丁である。最近、けん銃の押収丁数は減少傾向

にあるが、これは、暴力団等の犯罪組織が隠匿や密輸・密売の方法をますます潜在化・巧妙化させ

ているからであると考えられる。このため、犯罪組織の武器庫の摘発や密輸・密売事件等の摘発に

重点を置いた取締りを行うなど、総合的な銃器対策を推進している。

（１）銃器の摘発
①　けん銃の押収状況
平成17年中のけん銃押収丁数は489丁と、前年より112丁（18.6％）減少した。このうち暴力団構

成員及び準構成員からの押収丁数は243丁と、全押収丁数の49.7％を占めた。

5 総合的な銃器対策

8 9 10 11 12 13 14 15
1,549
1,035
66.8
514
33.2

1,225
761
62.1
464
37.9

1,104
576
52.2
528
47.8

1,001
580
57.9
421
42.1

903
564
62.5
339
37.5

922
591
64.1
331
35.9

747
327
43.8
420
56.2

785
334
42.5
451
57.5

601
309
51.4
292
48.6

暴力団
構成比（％）
その他・不明
構成比（％）

16 17
489
243
49.7
246
50.3

押収丁数（丁）

（丁）

注：「暴力団」の欄は、暴力団構成員及び準構成員からの押収丁数を示す。

0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800

その他・不明暴力団

区分 年次

図3 - 10 けん銃押収丁数の推移（平成8～17年）

暴力団構成員等から押収したけん銃等
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②　武器庫事件の摘発状況
17年中は、武器庫事件（組織管理に係る３丁以上のけん銃を押収した事件をいう。）を11件（前

年同数）検挙し、けん銃等56丁（前年比７丁増）を押収した。摘発した武器庫は、すべて暴力団が

組織的に管理していたものであった。武器庫１か所当たりのけん銃隠匿丁数は5.1丁であった。

また、暴力団は、その構成員の親族が経営する会社事務所の押入、倉庫脇の草むら、貸倉庫内等

様々な場所に隠匿しているほか、同一家屋内に分散させて隠匿するなど、その方法は一層巧妙化し

ている。

（平均丁数）（件、丁）

8 9 10 11 12 13 14 15
検挙件数（件） 33

232
7.0

31
157
5.1

20
112
5.6

18
92
5.1

12
45
3.8

19
105
5.5

8
68
8.5

10
60
6.0

11
49
4.5

押収丁数（丁）
1か所当たりの隠匿丁数

16 17
11
56
5.1

0

50

100

150

200

250
押収丁数（丁）検挙件数（件）

0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

1か所当たりの隠匿丁数

区分 年次

図3 - 11 武器庫事件の検挙状況の推移（平成8～17年）

17年7月、太州会傘下組織幹部（58）が管理する倉庫を捜索したところ、倉庫脇の草むらに枯れ

草をかけて隠匿されていたプラスチックケース内から、けん銃8丁、実包163個等を発見、押収した。同年

10月までに、同人ら6人を銃砲刀剣類所持等取締法（以下「銃刀法」という。）違反（所持）等で逮捕した

（福岡）。

事例1

17年7月、稲川会傘下組織構成員の交友者（35）宅を捜索したところ、押入内に置かれたスポー

ツバッグ及び小型金庫内から、けん銃6丁、実包197個等を発見、押収し、同人を銃刀法違反（所持）で逮

捕した。その後の捜査の結果、同月、同人にけん銃の保管を指示した同組織幹部（34）も同法違反（共同所

持）等で逮捕した（神奈川）。

事例2

17年10月、共政会傘下組織構成員（32）宅を捜索したところ、天井裏からけん銃4丁及び実包

50個を発見、押収し、同人を銃刀法違反（所持）で逮捕した。その後の捜査の結果、18年2月、同人にけん

銃の保管を指示した同組織組長（56）を同法違反（共同所持）で逮捕した（広島）。

事例3
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③　けん銃等密輸入事件の摘発状況
17年中は、けん銃等密輸入事件３件（けん銃密輸入事件２件、けん銃部品密輸入事件１件）を検

挙し、けん銃４丁を押収した。検挙したけん銃密輸入事件のうち１件は、暴力団幹部が首謀者とな

り組織的に敢行されたものであった。

なお、検挙したけん銃等密輸入事件の仕出地は、フィリピン、中国及び米国であった。

8 9 10 11 12 13 14 15
検挙件数（件）
区分 年次

  9（4）
12（7）
14　

11（  9）
16（14）
38

12（  4）
21（11）
  9

15（10）
21（15）
19

  6（  5）
18（17）
114

2（ 1）
5（ 3）
0

  5（3）
  7（5）
10

13（  8）
17（10）
13

4（3）
5（4）
4

検挙人員（人）

押収丁数（丁）

16 17

3（2）
5（4）
4

注1：検挙件数及び検挙人員には、けん銃密輸入事件（予備を含む。）のほか、けん銃部品及び実包のみの密輸入事件を含む。
2：検挙件数欄及び検挙人員欄の（　）内は、けん銃密輸入事件（予備を含む。）の検挙件数及び検挙人員を内数で示す。

（丁）（件、人）

0

5

10

15

20

25
検挙件数（件） 検挙人員（人）

0

30

60

90

120

150
押収丁数（丁）

図3 - 12 けん銃等密輸入事件の検挙状況（平成8～17年）

13 14 15 16 17

アジア

北米
欧州
アフリカ

2
0
0 
0 
0 
0 
0 
0
2

3
0 
0 
0 
0 
0
1
1
5

2
0
1
1
0
9
0
0
13

0
1
0
0
1
2
0
0
4

1
0
0
1
0
1
0
0
3

フィリピン
タイ
韓国
中国
モンゴル
米国
フランス
南アフリカ

合　計

区分 年次

表3 - 17 仕出地別けん銃等密輸入事件検挙件数の推移（平成13～17年）

フィリピン人の税関職員（38）は、17年10

月、成田国際空港において、フィリピンからけん銃3丁及

び実包208個を隠匿して入国しようとした。同人及び同人

を出迎えにきた自動車運転代行業の男（58）を銃刀法違

反（密輸入）等で逮捕した。その後の捜査の結果、密輸入

を指示した稲川会傘下組織幹部（52）を、同年11月、銃

刀法違反（密輸入）等で逮捕した（千葉）。

事例4

密輸入事件で押収したけん銃等
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（２）政府を挙げた諸対策の推進
厳しい銃器情勢に対処するため、18年４月、内閣

官房長官を長とする政府の銃器対策推進本部の副本

部長に国家公安委員会委員長を加えるとともに、同

年５月、同推進本部において、銃器摘発体制、関係

機関間の連携及び水際対策等に関する施策を取りま

とめた「平成18年度銃器対策推進計画」を策定し、

これに基づき、政府を挙げた銃器対策に取り組んで

いる。

また、警察では、海・空港等の水際での銃器取締

りを推進するため、税関、海上保安庁等と連携した

取締りや訓練を実施したり、連絡協議会を開催した

りしている。

（３）国際的な銃器対策の推進
我が国は、平成14年12月、銃器議定書（注１）への署名を行った。同議定書を締結することで、国際

的に不正取引された銃器の追跡調査が容易になり、国際協力が更に円滑になることが期待される。

また、警察庁では、国際刑事警察機構（ICPO-Interpol）（注２）を通じるなどして、外国関係機関と

積極的に情報交換を行っているほか、職員を派遣したり、関係者を招へいして国際会議を開催した

りするなどして、外国関係機関との連携の強化に努めている。

（４）国民の理解と協力の確保
全国の都道府県警察に「けん銃110番」という電

話窓口を設置して、国民からけん銃事犯にかかわる

情報の提供を求めている。また、「銃器犯罪根絶の

集い」（注３）等の催し物を開催したり、「ストップ・ガ

ン・キャラバン隊」（注４）等の民間ボランティア団体

と連携した活動を行ったりすることで、銃器犯罪の

根絶と違法銃器の排除を広く国民に呼び掛けてい

る。

海上保安庁との合同訓練

注１：国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約（本条約）を補足する三議定書の一つで、銃器、その部品及び弾薬の
不正な製造及び取引を犯罪化するとともに、銃器への刻印、記録保管、輸出入管理等に関する制度を確立し、法執行
機関間の協力関係を構築するための条約（18年３月末現在の署名国は52か国、締結国は49か国）

２：International Criminal Police Organization-ICPO-Interpol
３：警察庁と都道府県銃器対策本部等が毎年度共催している催し物。７年10月に東京で第１回目が開催されて以降、東京
２回、神奈川、福岡、大阪、広島、宮城、群馬、山梨、京都で各１回ずつ開催している。

４：銃器犯罪の被害者の遺族や関係者、銃器問題に深い関心をもつ研究者等で構成するボランティア団体。９年４月に発
足し、催し物や会合、ウェブサイト等を通じて、国民に銃器犯罪の悲惨さを訴え、違法銃器を根絶しようとする意識
を高めている。

銃器犯罪根絶の集い
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社会経済の国際化や深刻な不法滞在者問題を背景として、来日外国人犯罪をめぐる情勢は厳しさ

を増している。こうした中、我が国に流入した外国人が犯罪集団を形成し、不法な利益を獲得する

ために様々な犯罪を敢行しており、また、これらが我が国の暴力団や外国に本拠を置く犯罪組織と

連携して活動する動向がみられ、治安への重大な脅威となっている。

（１）全般的傾向
平成17年中の来日外国人による刑法犯及び特別法犯の検挙件数は４万7,865件と、前年より737件

増加し、過去最多となったが、検挙人員は２万1,178人と、前年より664人減少した。過去10年間で、

検挙件数は1.7倍に、検挙人員は1.8倍に増加している。

17年中の来日外国人による窃盗犯の検挙件数は２万8,525件と、前年より1,004件増加し、過去最

多であった。特に顕著な増加傾向としては、住宅対象の侵入盗（前年比1,143件（16.3％）増）、自

動車盗（前年比220件（23.0％）増）がともに大幅に増加して過去最多となったほか、ひったくり

（前年比43件（122.9％）増）、すり（前年比344件（42.1％）増）が大幅に増加したことなどであっ

た。

1 来日外国人犯罪の情勢

0

2,000

4,000

6,000

8,000入国者数（千人）

（千人）（件、人）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

入国者数（千人） 4,245
27,414
19,513
7,901
11,949
6,026
5,923

4,670
32,033
21,670
10,363
13,883
5,435
8,448

4,557
31,779
21,689
10,090
13,418
5,382
8,036

4,901
34,398
25,135
9,263
13,436
5,963
7,473

5,272
30,971
22,947
8,024
12,711
6,329
6,382

5,286
27,763
18,199
9,564
14,660
7,168
7,492

5,772
34,746
24,258
10,488
16,212
7,690
8,522

5,727
40,615
27,258
13,357
20,007
8,725
11,282

6,757
47,128
32,087
15,041
21,842
8,898
12,944

7,450
47,865
33,037
14,828
21,178
8,505
12,673

検挙件数（件）

検挙人員（人）

特別法犯検挙件数

刑法犯検挙人員
特別法犯検挙人員

刑法犯検挙件数

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

検挙人員（人）
検挙件数（件）

区分 年次

図3 - 13 外国人入国者数及び来日外国人検挙状況の推移（平成8～17年）
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来日外国人による凶悪犯の検挙件数、検挙人員は、過去10年間でともに1.9倍に増加している。中

でも、強盗の検挙件数は、過去10年間で2.8倍に増加した。また、強盗の検挙件数に占める侵入強盗

の割合は、被疑者が日本人の場合は39.8％であるのに対し、被疑者が来日外国人の場合は53.0％と

高くなっている。

すり

図3 - 14 来日外国人窃盗犯検挙状況の推移（平成8～17年）

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

殺人検挙件数（件）
強盗検挙件数
　　うち侵入強盗
放火検挙件数
強姦検挙件数
凶悪犯総検挙人員（人）

53
84
46
7
18
212

69
87
37
14
17
213

52
130
56
3
43
251

41
195
103
12
19
347

44
164
91
6
28
318

45
219
97
10
34
403

34
247
157
7
35
353

37
255
141
13
31
477

40
269
154
10
26
421

51
236
125
9
19
396

（件、人）

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

強姦検挙件数

放火検挙件数

殺人検挙件数

非侵入強盗

侵入強盗

凶悪犯総検挙人員（人）

区分 年次

図3 - 15 来日外国人凶悪犯検挙状況の推移（平成8～17年）
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（２）全国への拡散
平成17年中の来日外国人による刑法犯検挙件数を発生地域別にみると、過去10年間で、東京都で

はほぼ横ばいで推移しているのに対し、中部地方では4.8倍と大幅に増加しており、北海道、四国地
方等でもそれぞれ全国平均（1.7倍）を上回っており、来日外国人による犯罪が全国に拡散している
ことがうかがえる。

（３）国籍・地域別検挙状況
平成17年中の来日外国人犯罪の検挙状況を国籍・地域別にみると、中国（台湾、香港等を除く。）

が検挙件数（１万7,006件（来日外国人犯罪の検挙件数全体の35.5％））、検挙人員（8,691人（来日外
国人犯罪の検挙人員全体の41.0％））共に際立って多い。
来日外国人犯罪の検挙状況を更に罪種別にみると、侵入盗の検挙件数全体のうち65.7％を中国が、

自動車盗の検挙件数全体のうち59.4％をブラジルが、それぞれ占めている。

中国出身の男（35）ら16人は、山口組傘下組織構成員（30）らから情報提供等の協力を受け、

15年12月から16年1月にかけて、首都圏を中心として、高齢資産家宅の窓ガラスを破って侵入し、家人をガ

ムテープで縛り上げて現金や貴金属を奪う犯行を繰り返していた。17年12月までに、実行犯の中国人12人、

情報提供等の協力を行った山口組傘下組織構成員らの日本人7人を逮捕した（警視庁、山梨、千葉、神奈川）。

事 例

注1：増減率は、平成17年の検挙件数を平成８年の検挙件数で除したもの
　2：関東に東京都は含まない。

図3 - 16 来日外国人刑法犯の発生地域別検挙件数の推移（平成8～17年）



注１：入管法第65条。同条では刑事訴訟法の特例として入管法第70条の罪（不法入国、不法残留、不法在留、資格外活動等）に
係る被疑者を逮捕した場合で、収容令書が発付され、かつ、その者が他に罪を犯した嫌疑のないときに限り、被疑者を拘
束したときから48時間以内に書類及び証拠物とともに当該被疑者を入国警備官に引き渡すことができると規定している。

２：入管法第３条違反の不法入国者、入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した不法上陸者及び適法に入国
した後在留期間を経過して残留している者等の不法残留者
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（１）不法残留者、不法入国者及び不法上陸者等の状況
厳しい雇用情勢にもかかわらず、就労を目的として来日する外国人は依然として多く、不法に就

労する者も少なくない。その大半は不法滞在者であるとみられるが、不法就労よりも効率的に金銭
を得る手段として犯罪に手を染めるようになる者も多く、大量の不法滞在者は来日外国人犯罪の温
床となっていることが指摘されている。我が国は、平成16年からの５年間で不法滞在者を半減させ
ることを政府目標としており、これを達成するため、警察では、入国管理局との合同摘発を積極的
に行っている。17年中の入管法違反の検挙件数は１万2,624件（前年比279件（2.2％）減）、検挙人
員は１万1,143人（前年比361人（3.1％）減）であった。このほか、入管法の規定（注１）に基づく入国
警備官への被疑者の引渡しについても重点的に推進しており、同年中は5,706人を逮捕後に入国警備
官に引き渡した。
法務省の推計による18年１月１日現在の不法残留者数は、19万3,745人（前年比１万3,554人減）

と５年の調査時（29万8,646人）をピークに毎年減少している。17年中に警察が検挙した不法入国者
及び不法上陸者の数は3,703人（前年比98人減）であった。これを、国籍・地域別にみると、最も多
いのは中国（2,101人）で、次いでフィリピン（361人）、タイ（251人）の順となっている。また、
正規に入国し、在留期間が経過した後も引き続き我が国に残留する不法残留罪の適用により、6,145
人を検挙した（前年比309人減）。

（２）不法滞在者による犯罪
平成17年中の来日外国人犯罪の検挙人員２万1,178人のうち、不法滞在者（注２）は１万1,839人と、

55.9％を占めている。ただし、その多くは、不法滞在等の出入国管理及び難民認定法（以下「入管
法」という。）違反による検挙人員である。入管法違反を始めとする特別法犯を除外し、刑法犯の
みの検挙状況をみると、来日外国人の検挙人員8,505人のうち、不法滞在者は1,304人と、15.3％を占
めるにとどまる。
しかしながら、刑法犯で検挙された来日外国人のうち、侵入窃盗の検挙人員の56.5％（524人中

296人）、侵入強盗の検挙人員の51.8％（170人中88人）を不法滞在者が占めており、国民に強い不安
感を与える身近な犯罪への関与は顕著である。このほか、詐欺、カード偽造等の知能犯では46.1％
（525人中242人）、強盗等の凶悪犯では35.9％（396人中142人）を不法滞在者が占めている。

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
（%）

56.5 43.5

51.8 48.2

46.1 53.9

35.9 64.1

15.3 84.7

侵入窃盗

侵入強盗

知能犯

凶悪犯

全刑法犯

正規滞在者不法滞在者

図3 - 17 来日外国人刑法犯の検挙人員に占める不法滞在者の割合（平成17年）

2 不法入国・不法滞在者対策
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（３）不法滞在を助長する文書偽造事件
平成17年中に入国管理局が不法入国により退去強制手続をとった不法入国者数は１万1,586人（前

年比369人増）であった。中でも、偽造旅券等を行使した事犯の増加が顕著で、12年中の警察によ

る検挙者数は361人であったが、17年中は1,770人（前年比50人増）にまで増加した。このうち、中

国人が738人と41.7％を占めている。また、日本人の配偶者であるとして在留資格を不正に取得する

偽装結婚事案や、合法滞在を装う目的で不法滞在者が使用する外国人登録証明書等を偽造し、販売

する事案が、依然として多発している。

警察では、入国管理局等の関係機関と連携し、文書偽造等悪質な事案を重点的に取り締まるとと

もに、適法に滞在している多くの外国人に対する無用の警戒感を払拭
しょく

すべく、不法入国・不法滞在

者対策の的確な実施に努めることとしている。

（４）集団密航事件
近年、集団密航事件は大きく減少しており、警察及び海上保安庁の検挙件数、検挙人員は、ピー

クであった平成９年には73件、1,360人であったものが、17年には11件、26人となった。

船舶による集団密航事件では、主流であった仕立て船により多人数を運搬する手法が影を潜め、

ここ数年は、より発見されにくい、少人数で船倉やコンテナに潜伏して密航する手法が主となって

いるが、集団密航事件全体に占める船舶による集団密航事件数の割合は減少傾向にある。一方、集

団密航事件全体に占める航空機による集団密航事件数の割合は増加傾向にあり、船舶による集団密

航事件数の割合を上回っている。旅券の偽変造技術の発達に伴い、密航の形態が、不衛生で日数の

かかる船舶によるものから、安全で快適な航空機によるものに移行しつつある。

警察では、こうした事案を根絶するために、関係省庁と連携して、外国捜査機関との情報交換を

積極的に行い、共同摘発や捜査協力を更に推進することとしている。また、集団密航事件全体のう

ち、中国人による集団密航事件が最も多いことから、中国当局に対して、対策を強化するよう申し

入れている。

留学資格で来日した中国人（23）らは、13年11月から17年1月にかけて、我が国に入国して就

職あっせん会社を設立した上で、国際的な密航請負組織である「蛇頭
じゃとう

」と連携して中国から不法入国者を受

け入れ、これらの者等に住居を提供し、就労先をあっせんするなどして、約2億円の収益を上げていた。17

年1月、この中国人ら34人を入管法違反等で逮捕した（埼玉、栃木）。

事 例

中国人の男（28）ら4人は、17年3月ころ、東京都内の

マンションにおいて外国人登録証明書等を偽造するなどした。同年9月、

有印公文書偽造罪及び私文書偽造罪で逮捕した。この事件では、同年6

月に導入されたばかりの外国人登録証明書にはり付ける偽造防止用ホロ

グラムシールが早くも偽造されていた（静岡）。

事　例

偽造工場からの押収品
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（５）雇用関係事犯
不法就労目的の不法入国・不法残留事犯の多くは、雇用主や就労あっせん業者がかかわっており、

暴力団が関与するものも多くみられる。警察では、悪質な雇用主の取締り、就労あっせん業者に対

する捜査や国際協力の強化等により、不法就労外国人の供給の遮断を図っている。

平成17年中に検挙した就労あっせん業者は30人であった。また、外国人労働者に係る雇用関係事

犯の検挙件数のうち、飲食店等で外国人女性をホステスや売春婦等として従事させていた事犯の割

合は55.1％であった。検挙された事務所等で雇用されていた外国人は1,328人で、女性が68.8％を占

め、国籍・地域別ではフィリピン人が377人と最も多かった。

件数
（件）（人）

人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員

合　　　　 計 43 
37 
39

419 
173 
246

25 
23 
13

170 
141 
29

26 
25 
15

139 
112 
27

16 
15 
2

44 
40 
4

11 
11 
1

26 
24 
2

警察扱い
海上保安庁扱い

注1：警察庁では、2人以上の密航者による密航を集団密航事件とし
ている。

　2：検挙人員には、検挙したほう助者は入らない。
　3：警察及び海上保安庁による合同捜査は、警察扱い、海上保安庁

扱いそれぞれの欄に重複して件数を計上しているが、合計欄
では、1合同捜査を1件として計上した。
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図3 - 18 集団密航事件検挙状況の推移

（平成13年～17年）

14

計（人） 224,067
55,164
27,582
29,649
16,925
6,393
10,097
8,990
7,744
3,730
2,021
55,772

韓国
中国
フィリピン
タイ
インドネシア
マレーシア
中国（台湾）
ペルー
スリランカ
ベトナム
その他

15

220,552
49,874
29,676
30,100
15,693
6,546
9,442
9,126
7,322
3,909
2,697
56,167

16

219,418
46,425
33,522
31,428
14,334
7,246
8,476
7,611
7,230
4,242
3,582
55,322

17

207,299
43,151
32,683
30,619
12,787
7,169
7,431
6,760
6,624
4,209
3,916
51,950

18

193,745
40,203
31,074
30,777
10,352
6,926
6,822
6,696
5,997
4,590
4,071
46,237

年次
区分

注：法務省入国管理局の統計による。

表3 - 18 国籍・地域別の不法残留者数の推移

（平成14～18年、各１月１日現在）
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（１）来日外国人犯罪の組織化等の動向
来日外国人による刑法犯検挙件数に占める共

犯事件の割合は、平成17年中は72.6％と、日本人

の場合（16.9％）の4.3倍に上るとともに、過去10

年間で、1.6倍の増加となっている（注）。

特に侵入盗では、共犯事件の割合が87.0％と極

めて高く、42.4％は４人組以上によるものである。

このように、来日外国人による犯罪は、日本

人によるものと比べて多人数で行われる場合が

多く、来日外国人犯罪の組織化が進展している

ことがうかがえる。

（２）国際犯罪組織の動向
近年、日本国内の不法滞在者等が、より効率的に利益を得ることなどを目的に、国籍や出身地等

の別により集団化し、日本の暴力団や国際犯罪組織と連携して、悪質な犯罪を引き起こす例がみら

れる。例えば、不法入国には国際的な密航請負組織である「蛇頭」が関与し、盗難車両の密輸出に

はロシア人犯罪組織が関与している。

また、韓国人すり組織は、催涙スプレー等を所持して組織的に犯行を行うなどしている。さらに、

言語や社会習慣の違いから日本社会になじめず、就労することなどができないブラジル人が、犯罪

組織を形成して車上狙いや自動車盗等の犯罪を敢行する動向もみられる。

3 国際犯罪組織の動向
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図3 -19 来日外国人刑法犯検挙件数に占める共犯

事件割合の推移（平成8～17年）

来日外国人 日本人

2人組
16.8%

3人組
33.8%

4人組以上
22.0%

単独犯
27.4%

2人組
11.3%

3人組
3.1%

4人組以上
2.6%

単独犯
83.1%

図3 - 20 来日外国人と日本人の刑法犯の共犯率の違い（平成17年）

注：共犯事件の比率を算定するに当たり、来日外国人と日本人との共犯事件については、主たる被疑者の国籍・地域により、
来日外国人による共犯事件であるか、日本人による共犯事件であるかを分類して計上している。
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注１：各種証明書の偽造、偽装結婚等、国内外の犯罪組織が関与し、我が国における犯罪の敢行を容易にする環境
２：クレジットカード、プリペイドカード、キャッシュカード及び消費者金融カードを悪用した犯罪
３：依頼者の金を本人に代わって不正に国外に送金する集団

ロシア人
犯罪組織

ブラジル人
犯罪組織

中国人
犯罪組織

韓国人
犯罪組織

犯罪インフラ（注１）

温床

偽造された旅券・外国人登録証明書・運転免許証

あっせん先の工場

不法就労先のあっせん

提供されたアパート

居所の提供

偽造工場

各種証明書類の偽造

犯罪の準備

暴力団等から必要な情報、車両、凶器等を入手し、

綿密に下見を行い、犯行を計画

犯罪の敢行

強盗、自動車盗、カード犯罪（注２）等各種犯罪の

敢行

被害品の処分

・盗品を解体して海外へ不正輸出

・地下銀行（注３）を通じて海外へ不正送金

・自己消費

犯行に使用した凶器類

自動車盗 カード犯罪

海外へ不正送金海外へ不正輸出

地下銀行

図3 - 21 検挙事例にみる来日外国人犯罪の特徴
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警察では、我が国の治安に大きな影響を与えている国際犯罪組織を壊滅させるため、内外の関係

機関と連携しながら、各種対策に取り組んでいる。

（１）国内関係機関との連携
①　水際における取締り
平成17年１月、警察庁、法務省及び財務省は共同で、航空会社の協力を得て、航空機で来日する

旅客及び乗員に関する情報と関係省庁が保有する要注意人物等に係る情報を入国前に照合すること

のできる事前旅客情報システム（APIS）（注）を導入した。警察では、17年中に、APISを活用して、

韓国人すり組織の構成員や不法就労のあっせんを行っていた者等の指名手配被疑者を始め、合計17

人を検挙した。

また、偽変造旅券の使用や他人へのなりすましによる不法入国等を防ぐため、16年６月、犯罪対

策閣僚会議幹事会の下にワーキングチームが設置され、顔情報、指紋等のバイオメトリクス（生体

情報）を活用した出入国管理に関する検討が進められてきた。このワーキングチームでの検討を踏

まえ、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が、18年５月、第164回国会において成立

した。

②　その他の取組み
警察では、法務省入国管理局と協力し、合法滞在を装う者やこれらを組織的に幇助する者等の徹

底した取締りを行うため、情報交換を行うとともに、合同で不法滞在者の摘発を実施するなどして

いる。また、盗難自動車の不正輸出を防止するため税関と情報交換を行うなど、国内関係機関との

連携を強化している。

このほか、不法滞在・不法就労防止のための指導啓発活動、防犯講習及び研修生受入企業に対す

る日常の生活指導を推進するなどしている。

（２）外国治安機関等との協力（第6章第15項（280頁）参照）
日本で犯罪を敢行した被疑者が外国人である場合、住所や氏名、生年月日等を把握するためには、

その者の国籍国への照会を要する場合があり、また被疑者が国外に逃亡した場合、逃亡先国に所在

確認を依頼しなければならない。このように、国際犯罪の捜査には、外国の治安機関の協力が不可

欠であり、警察ではICPOや外交当局を通じて外国の治安機関との情報交換その他の捜査協力を行

い、事件の解決を図っている。また、外国から協力を得るためには、日本警察も同様に、外国の治

安機関が行う捜査に協力する必要があることから、積極的に国際的な捜査協力を行っている。

さらに、このような個別の事件での協力のほか、二国間の協議、条約の締結交渉への積極的な参

画等を行うとともに、相手国の閣僚や治安機関の職員と様々な治安問題について共に検討し、協力

関係を強化するよう努めている。

4 国際組織犯罪対策

注：Advance Passenger Information System
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①　ICPOを通じた捜査協力
ICPOは、国際犯罪に関する情報の収集と交換、

犯罪対策のための各種国際会議の開催、国際手配書

の発行等を行う、各国の警察機関を構成員とする国

際機関であり、2005年（平成17年）末現在、184か

国・地域が加盟している。各国・地域は連絡窓口と

して国家中央事務局（NCB）（注）を置くこととされ

ており、日本では警察庁がこれに指定されている。

ICPOは、加盟国・地域間の情報交換をより迅速

かつ確実に行えるようにするため、盗難車両や盗難

旅券、国際手配被疑者等のデータベースを事務総局

で運用している。警察庁では、日本の盗難車両や紛

失・盗難旅券等に関する情報を提供している。

さらに、警察庁は、ICPOが開催する国際組織犯罪対策に関連する様々な会合に参加するほか、

捜査協力の実施、事務総局への職員の派遣、分担金の拠出等により、ICPOの活動に貢献している。

②　各国治安当局との協議
警察庁は、日本との間で多くの国際犯罪が敢行される国や来日外国人犯罪者の国籍国等の治安当

局との間で開催される二国間協議に積極的に参画し、これらの国々との連携の強化に努めている。

ICPO本部内（フランス・リヨン）

注：National Central Bureau

区分 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ICPOルート（件） 295 288 451 494 719 774 871 817 534 485

外交ルート 6 10 12 9 13 24 15 10 14 14

年次 

 

表3 - 19 外国に対し捜査共助を要請した件数の推移（平成8～17年）

区分 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ICPOルート（件） 886 788 944 1,090 1,346 1,106 827 985 1,085 856

外交ルート 16 9 10 11 9 10 19 13 13 30

年次 

表3 -20 外国から捜査共助を要請された件数の推移（平成8～17年）

区分 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

総数 8,228 9,374 10,526 11,844 15,568 17,342 19,117 17,513 20,949 23,339

警察庁からの発信数 1,902 1,938 2,147 2,123 2,468 2,585 2,787 2,831 2,708 2,266
警察庁の受理数 
国際手配書の受理数 

5,473 6,538 7,416 8,846 11,815 13,215 14,132 12,903 15,539 18,107
853 871 963 875 1,285 1,542 2,198 1,779 2,702 2,966

年次 

表3 - 21 ICPOを通じた情報の発信・受信状況（平成8～17年）
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ア　中国
中国との間では、16年以降、来日中国人犯罪対策に関する相互協力の枠組み等について協議する

ため、警察庁と中国公安部との間で会議を開催している。17年10月に北京で開催された第２回会議

では、警察庁組織犯罪対策部長を団長とする警察庁代表団が訪中し、中国公安部国際協力局副局長

を団長とする中国公安部代表団との間で、日中間の捜査共助の在り方等について協議した。

また、国際犯罪対策における協力強化を目的として、日本から警察庁、法務省、外務省、財務省

等の職員が、中国から公安部、外交部等の職員が参加して、11年以降、日中治安当局間協議を開催

している。17年７月には東京で第４回会合を開催し、より効果的な犯罪防止措置や取締り方法等に

対する日中間の更なる協力等について協議した。

イ　韓国
韓国との間では、７年以降、日韓両国間のICPOルートによる国際捜査共助の推進方策等について

協議するため、ICPOルートの連絡窓口である警察庁と韓国警察庁の間で日韓ICPO実務担当者会議を

開催している。17年11月に東京で開催した第８回会合では、韓国人すり組織対策等について協議した。

また、日韓両国の治安分野の協力関係強化を目的として、日本から警察庁、法務省等の職員が、

韓国から警察庁、法務部等の職員が参加して、17年８月、治安問題に関する第１回日韓協議を東京

で開催し、捜査共助等について協議した。

ウ　ロシア
ロシアとの間では、16年以降、捜査情報の交換体制の改善等について協議するため、警察庁とロ

シア内務省極東連邦管区内務総局との間で日ロ（極東連邦管区内務総局）実務者会合を開催してい

る。17年12月に東京で開催した第２回会合では、捜査情報を円滑に交換する体制の在り方等につい

て協議した。

③　各国との刑事共助条約締結交渉
刑事共助条約は、国際礼譲で行われていた共助の実施を条約上の義務とすることにより、共助が

確実に実施されることを担保するとともに、共助の実施のための連絡を、外交当局間ではなく、条

約が指定するの中央当局間で直接行うことにより、事務処理の合理化・迅速化を図る条約である。

15年８月に我が国初の二国間刑事共助条約として15年８月に日米刑事共助条約が、さらに18年１

月には日韓刑事共助条約が署名された。また、17年６月から中国との間で刑事共助条約の締結交渉

の開始に向けた予備協議が行われているほか、同年11月の日ロ首脳会談を契機に、18年中にロシア

との間で刑事共助条約の締結交渉を開始することが合意されている。

警察庁としては、引き続き各国との刑事共助条約締結交渉に積極的に参画していくとともに、ア

ジア諸国を始めとする各国との同種の条約締結の可能性について、我が国の共助の必要性、相手国

の制度等を勘案しつつ、関係省庁とともに検討を進めることとしている。

コラム  

日韓両国にまたがる犯罪が増加し、捜査、訴追その他の刑事手続に関する両国間の協力の必要性が高まっ

ていたことを受け、16年7月の日韓首脳会談において、小泉首相と盧武鉉
ノムヒョン

大統領との間で、日韓間の刑事共

助条約の締結交渉を開始することが合意された。同年11月にソウルで開かれた第1回会合を含め4回の交渉

を経て、18年1月、東京において署名が行われ、同年5月、第164回国会で締結の承認がなされた。

1 日韓刑事共助条約
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（３）国外逃亡被疑者等の追跡
日本国内で犯罪を行い、国外に逃亡している者及びそのおそれのある者（以下「国外逃亡被疑者

等」という。）の数は年々増加し、平成17年末現在で819人となっている。警察では、被疑者が国外

に逃亡するおそれがある場合には、入国管理局に手配するなどして出国前の検挙に努めている。ま

た、被疑者が国外に逃亡した場合には、関係国の捜査機関等の協力を得ながら所在の確認を行うな

どし、所在が確認されれば犯罪人の引渡しに関する条約等に基づく引渡請求を行っている。また、

逃亡先国で退去強制処分に付された場合に、公海上の航空機で身柄を引き取るなどして検挙してい

る。

同年中に検挙した国外逃亡被疑者は59人で、このうち外国人は32人であった。また、国内の空港

で国外逃亡寸前に検挙した被疑者は17人で、このうち外国人は15人であった。

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

うち外国人

国外逃亡被疑者等（人）
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図3 - 22 国外逃亡被疑者等の推移（平成8～17年）

コロンビア人窃盗組織を編成・指揮していた日本人の男（36）がコロンビアに逃亡していたこと

から、ICPOを通じて国際手配を行うとともに、コロンビア捜査当局に対して同人の所在を確認するよう協力

を要請した。17年11月、同国捜査当局から不法滞在していた同人を退去強制とする旨の連絡を受けたこと

から、捜査員を同国に派遣した。同月、公海上の航空機内において、退去強制された同人を窃盗罪等で逮捕

した（兵庫）。

事 例


